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市 議 案 第 １ ８ 号  
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 及 び 一 般 職 の 職  
員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る  
条 例 の 設 定 に つ い て  

 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 及 び 一 般 職 の 職 員 の 特 殊 勤

務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す

る も の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

初 任 給 調 整 手 当 の 支 給 限 度 額 を 改 正 す る と と も に ， 公 立 の 義

務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 等 の 改

正 に 伴 う 教 職 調 整 額 の 改 正 そ の 他 任 期 付 常 勤 講 師 等 の 給 与 の 改

正 を 行 う た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和２８年豊中市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（教職調整額） （教職調整額） 

第１２条の３ 任期付常勤講師に対しては，教職調整額を支給する。 第１２条の３ 任期付常勤講師（指導改善研修被認定者（教育公務員特例法（昭

和２４年法律第１号）第２５条第１項の規定による認定を受けた者であっ

て，当該認定の日から同条第４項の認定の日までの間にあるものをいう。）

を除く。）に対しては，教職調整額を支給する。 

２ 教職調整額の月額は，給料月額に１００分の４を乗じて得た額とする。 ２ 教職調整額の月額は，給料月額に１００分の１０を乗じて得た額とする。 

（初任給調整手当） （初任給調整手当） 

第１５条の４ 第７条第１項第３号アに規定する医療職給料表(１)の適用を

受ける職員の職のうち，採用による欠員の補充が困難と認められる職又は初

任給の調整を行わなければ採用による欠員の補充が困難と認められる職で

市規則で定めるものに新たに採用された職員には，採用の日から３５年以内

の期間，月額２５２，４００円を超えない範囲内の額を，採用後市規則で定

める期間を経過した日から１年を経過するごとに一定の額を減じて，初任給

調整手当として支給する。 

第１５条の４ 第７条第１項第３号アに規定する医療職給料表(１)の適用を

受ける職員の職のうち，採用による欠員の補充が困難と認められる職又は初

任給の調整を行わなければ採用による欠員の補充が困難と認められる職で

市規則で定めるものに新たに採用された職員には，採用の日から３５年以内

の期間，月額２５３，１００円を超えない範囲内の額を，採用後市規則で定

める期間を経過した日から１年を経過するごとに一定の額を減じて，初任給

調整手当として支給する。 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

（義務教育等教員特別手当） （義務教育等教員特別手当） 

第２８条の３ （省 略） 第２８条の３ （省 略） 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は，５，１００円を超えない額の範囲内で， ２ 義務教育等教員特別手当の月額は，６，５００円を超えない額の範囲内で，
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

市規則で定める額とする。 市規則で定める校務類型（教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１

３条第２項に規定する校務類型をいう。）に応じ，市規則で定める額とする。 

（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員の給与） （法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員の給与） 

第３１条 （省 略） 第３１条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 前項に規定する報酬の額は，勤務の実態及び職務の内容に応じて，月額３

２０，１００円，日額１９，０００円又は時間額３，０１０円の範囲内で他

の職員との権衡を考慮して，市規則で定める。 

３ 前項に規定する報酬の額は，勤務の実態及び職務の内容に応じて，月額３

２０，１００円，日額１９，０００円又は時間額３，１１０円の範囲内で他

の職員との権衡を考慮して，市規則で定める。 

４～７ （省 略） ４～７ （省 略） 

附 則 附 則 

１～８ （省 略） １～８ （省 略） 

９ 削除 ９ 令和８年１月１日から令和１２年１２月３１日までの間における第１２

条の３第２項の規定の適用については，次の表の左欄に掲げる期間の区分に

応じ，同項中「１００分の１０」とあるのは，それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

 令和８年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の５ 

令和９年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の６ 

令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の７ 

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の８ 

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の９ 
 

10～18 （省 略） 10～18 （省 略） 

別表第８を次のように改める。 
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別表第８

円

１ ２１４，６００
２ ２１６，１００
３ ２１７，６００
４ ２１９，１００
５ ２２１，０００
６ ２２２，９００
７ ２２４，８００
８ ２２６，７００
９ ２２８，６００

１０ ２３０，７００
１１ ２３２，７００
１２ ２３４，６００
１３ ２３６，４００
１４ ２３８，９００
１５ ２４１，３００
１６ ２４３，８００
１７ ２４６，３００
１８ ２４８，９００
１９ ２５１，３００
２０ ２５３，７００
２１ ２５６，１００
２２ ２５７，７００
２３ ２５９，２００
２４ ２６０，７００
２５ ２６２，１００
２６ ２６２，４００
２７ ２６２，７００
２８ ２６３，１００
２９ ２６３，５００
３０ ２６４，２００
３１ ２６４，９００
３２ ２６５，６００
３３ ２６６，３００
３４ ２６７，２００
３５ ２６８，０００

号給 給　料　月　額

任 期 付 常 勤 講 師 給 料 表
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３６ ２６８，８００
３７ ２６９，３００
３８ ２７０，８００
３９ ２７２，２００
４０ ２７３，６００
４１ ２７５，０００
４２ ２７５，７００
４３ ２７６，４００
４４ ２７７，０００
４５ ２７７，６００
４６ ２７８，５００
４７ ２７９，４００
４８ ２８０，２００
４９ ２８０，６００
５０ ２８１，４００
５１ ２８２，２００
５２ ２８３，０００
５３ ２８３，６００
５４ ２８４，４００
５５ ２８５，１００
５６ ２８５，７００
５７ ２８６，３００
５８ ２８７，０００
５９ ２８７，６００
６０ ２８８，１００
６１ ２８８，８００
６２ ２８９，５００
６３ ２９０，２００
６４ ２９０，８００
６５ ２９１，５００
６６ ２９２，４００
６７ ２９３，３００
６８ ２９４，１００
６９ ２９５，０００
７０ ２９５，９００
７１ ２９６，７００
７２ ２９７，５００
７３ ２９８，２００
７４ ２９８，９００
７５ ２９９，６００
７６ ３００，３００
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７７ ３００，９００
７８ ３０１，６００
７９ ３０２，４００
８０ ３０３，２００
８１ ３０３，９００
８２ ３０４，８００
８３ ３０５，６００
８４ ３０６，４００
８５ ３０７，２００
８６ ３０７，９００
８７ ３０８，５００
８８ ３０９，１００
８９ ３０９，７００
９０ ３１０，２００
９１ ３１０，７００
９２ ３１１，２００
９３ ３１１，６００
９４ ３１２，１００
９５ ３１２，６００
９６ ３１３，０００
９７ ３１３，４００
９８ ３１４，０００
９９ ３１４，６００

１００ ３１５，２００
１０１ ３１５，８００
１０２ ３１６，０００
１０３ ３１６，２００
１０４ ３１６，４００
１０５ ３１６，７００
１０６ ３１６，９００
１０７ ３１７，１００
１０８ ３１７，３００
１０９ ３１７，５００
１１０ ３１７，７００
１１１ ３１７，９００
１１２ ３１８，１００
１１３ ３１８，３００
１１４ ３１８，６００
１１５ ３１８，９００
１１６ ３１９，２００
１１７ ３１９，４００
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１１８ ３１９，７００
１１９ ３２０，０００
１２０ ３２０，２００
１２１ ３２０，４００
１２２ ３２０，６００
１２３ ３２０，８００
１２４ ３２１，０００
１２５ ３２１，２００
１２６ ３２１，４００
１２７ ３２１，６００
１２８ ３２１，８００
１２９ ３２２，０００
１３０ ３２２，２００
１３１ ３２２，４００
１３２ ３２２，６００
１３３ ３２２，８００
１３４ ３２３，０００
１３５ ３２３，２００
１３６ ３２３，４００
１３７ ３２３，６００
１３８ ３２３，８００
１３９ ３２４，０００
１４０ ３２４，２００
１４１ ３２４，４００
１４２ ３２４，６００
１４３ ３２４，８００
１４４ ３２５，０００
１４５ ３２５，２００
１４６ ３２５，４００
１４７ ３２５，６００
１４８ ３２５，８００
１４９ ３２６，０００
１５０ ３２６，２００
１５１ ３２６，４００
１５２ ３２６，６００
１５３ ３２６，８００
１５４ ３２７，０００
１５５ ３２７，２００
１５６ ３２７，４００
１５７ ３２７，６００

8



（一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第２条 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２７年豊中市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

別表 別表 

各種手当額表 各種手当額表 

区分 金額 

（省 略） 

教員特殊業務従事職員の特殊

勤務手当 

(１) 小学校，中学校又は義務教育学校の管理

下において行う非常災害時等の緊急の業務

で次のアからウまでに掲げるものに従事し

たとき 

ア 非常災害時における児童若しくは生徒

の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業

務に従事したとき 

(ア) 週休日等において従事した時間が

７時間４５分以上であるとき又は週休

日等以外の日において従事した時間が

６時間以上であるとき 

１日につき      ８，０００円

（被害が特に甚大な非常災害の際に当

該業務が行われた場合（市規則で定める

場合に限る。）にあっては，その額にそ

の１００分の１００に相当する額を加

算した額） 

区分 金額 

（省 略） 

教員特殊業務従事職員の特殊

勤務手当 

(１) 小学校，中学校又は義務教育学校の管理

下において行う非常災害時等の緊急の業務

で次のアからウまでに掲げるものに従事し

たとき 

ア 非常災害時における児童若しくは生徒

の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業

務に従事したとき 

(ア) 週休日等において従事した時間が

４時間以上であるとき又は週休日等以

外の日において従事した時間が６時間

以上であるとき 

１日につき      ８，０００円

（被害が特に甚大な非常災害の際に当

該業務が行われた場合（市規則で定める

場合に限る。）にあっては，その額にそ

の１００分の１００に相当する額を加

算した額） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(イ) 週休日等において従事した時間が

５時間以上７時間４５分未満であると

き又は週休日等以外の日において従事

した時間が３時間以上６時間未満であ

るとき 

１日につき      ４，０００円

（被害が特に甚大な非常災害の際に当

該業務が行われた場合（市規則で定める

場合に限る。）にあっては，その額にそ

の１００分の１００に相当する額を加

算した額） 

イ 児童又は生徒の負傷，疾病等に伴う救急

の業務に従事したとき 

 

 

 

(ア) 週休日等において従事した時間が

７時間４５分以上であるとき又は週休

日等以外の日において従事した時間が

６時間以上であるとき 

１日につき      ７，５００円

(イ) 週休日等において従事した時間が

５時間以上７時間４５分未満であると

き又は週休日等以外の日において従事

(イ) 週休日等以外の日において従事し

た時間が３時間以上６時間未満である

とき 

１日につき      ４，０００円

（被害が特に甚大な非常災害の際に当

該業務が行われた場合（市規則で定める

場合に限る。）にあっては，その額にそ

の１００分の１００に相当する額を加

算した額） 

 

 

イ 児童又は生徒の負傷，疾病等に伴う救急

の業務に従事したとき 

(ア) 週休日等において従事した時間が

４時間以上であるとき 

１日につき      ８，０００円

(イ) 週休日等以外の日において従事し

た時間が６時間以上であるとき 

１日につき      ７，５００円

 

 

(ウ) 週休日等以外の日において従事し

た時間が３時間以上６時間未満である

とき 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

した時間が３時間以上６時間未満であ

るとき 

１日につき      ３，７５０円

ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導の業

務に従事したとき 

 

 

 

(ア) 週休日等において従事した時間が

７時間４５分以上であるとき又は週休

日等以外の日において従事した時間が

６時間以上であるとき 

１日につき      ７，５００円

(イ) 週休日等において従事した時間が

５時間以上７時間４５分未満であると

き又は週休日等以外の日において従事

した時間が３時間以上６時間未満であ

るとき 

１日につき      ３，７５０円

(２)～(４) （省 略） 
 

１日につき      ３，７５０円

 

 

ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導の業

務に従事したとき 

(ア) 週休日等において従事した時間が

４時間以上であるとき 

１日につき      ８，０００円

(イ) 週休日等以外の日において従事し

た時間が６時間以上であるとき 

１日につき      ７，５００円

 

 

(ウ) 週休日等以外の日において従事し

た時間が３時間以上６時間未満である

とき 

１日につき      ３，７５０円

 

 

(２)～(４) （省 略） 
 

附 則 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）に在職する職員については，第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例（以下「改正後

の給与条例」という。）第１５条の４第１項及び第３１条第３項並びに別表第８の規定は令和７年４月１日から，改正後の給与条例第１２条の３第２項及び第
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２８条の３第２項並びに附則第９項の規定は令和８年１月１日から適用する。 

３ 施行日に在職する職員については，第２条の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例（以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。）

の規定は，令和８年１月１日から適用する。 

４ 施行日前に教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２５条第１項の規定による認定を受けた者であって施行日の前日までに同条第４項の認定を受けて

いないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する教職調整額の支給については，改正後の給与条例第１２条の３第１項の規定にかかわらず，な

お従前の例による。 

５ 改正後の給与条例又は改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては，第１条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び第２

条の規定による改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は，それぞれ，改正後の給与条例又は改正後の特殊勤務手

当条例の規定による給与の内払とみなす。 

６ 前２項に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。 
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市 議 案 第 １ ９ 号  
豊 中 市 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定

に つ い て  
 豊 中 市 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定

す る も の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

行 政 手 続 法 の 改 正 に 準 じ ， 聴 聞 の 通 知 の 方 式 に 関 す る 規 定 を

改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市行政手続条例の一部を改正する条例 

豊中市行政手続条例（平成９年豊中市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（聴聞の通知の方式） （聴聞の通知の方式） 

第１５条 行政庁は，聴聞を行うに当たっては，聴聞を行うべき期日までに相

当な期間をおいて，不利益処分の名あて人となるべき者に対し，次に掲げる

事項を書面により通知しなければならない。 

第１５条 行政庁は，聴聞を行うに当たっては，聴聞を行うべき期日までに相

当な期間をおいて，不利益処分の名宛人となるべき者に対し，次に掲げる事

項を書面により通知しなければならない。 

(１)～(４) （省 略） (１)～(４) （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 行政庁は，不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合に

おいては，第１項の規定による通知を，その者の氏名，同項第３号及び第４

号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面

をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示する

ことによって行うことができる。この場合においては，掲示を始めた日から

２週間を経過したときに，当該通知がその者に到達したものとみなす。 

３ 行政庁は，不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合にお

いては，第１項の規定による通知を，公示の方法によって行うことができる。 

 ４ 前項の公示の方法による通知は，不利益処分の名宛人となるべき者の氏

名，第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲

げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項におい

て「公示事項」という。）を市規則で定める方法により不特定多数の者が閲

覧することができる状態に置くとともに，公示事項が記載された書面を当該

行政庁の事務所の掲示場に掲示し，又は公示事項を当該事務所に設置した電

子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

置をとることによって行うものとする。この場合においては，当該措置を開

始した日から２週間を経過したときに，当該通知がその者に到達したものと

みなす。 

（代理人） （代理人） 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条第３項後段の規定により当該通

知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。）は，代

理人を選任することができる。 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条第４項後段の規定により当該通

知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。）は，代

理人を選任することができる。 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

（続行期日の指定） （続行期日の指定） 

第２２条 （省 略） 第２２条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 第１５条第３項の規定は，前項本文の場合において，当事者又は参加人の

所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合にお

いて，同条第３項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当

事者又は参加人」と，「掲示を始めた日から２週間を経過したとき」とある

のは「掲示を始めた日から２週間を経過したとき（同一の当事者又は参加人

に対する２回目以降の通知にあっては，掲示を始めた日の翌日）」と読み替

えるものとする。 

３ 第１５条第３項及び第４項の規定は，前項本文の場合において，当事者又

は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。こ

の場合において，同条第３項及び第４項中「不利益処分の名宛人となるべき

者」とあるのは「当事者又は参加人」と，同項中「とき」とあるのは「とき

（同一の当事者又は参加人に対する２回目以降の通知にあっては，当該措置

を開始した日の翌日）」と読み替えるものとする。 

（聴聞に関する手続の準用） （聴聞に関する手続の準用） 

第２９条 第１５条第３項，第１６条並びに第１８条第１項及び第３項の規定

は，弁明の機会の付与について準用する。この場合において，第１５条第３

項中「第１項」とあるのは「第２８条第１項」と，「同項第３号及び第４号」

とあるのは「同項第３号」と，第１６条第１項中「前条第１項」とあるのは

第２９条 第１５条第３項及び第４項，第１６条並びに第１８条第１項及び第

３項の規定は，弁明の機会の付与について準用する。この場合において，第

１５条第３項中「第１項」とあるのは「第２８条第１項」と，同条第４項中

「第１項第３号及び第４号」とあるのは「第２８条第１項第３号」と，第１
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

「第２８条第１項」と，「同条第３項後段」とあるのは「第２９条において

準用する第１５条第３項後段」と，第１８条第１項中「当事者及び当該不利

益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人（以下この条

及び第２４条第３項並びに第３８条第１項において「当事者等」という。）」

とあるのは「当事者」と，「聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時」

とあるのは「弁明の機会の付与の通知があった時から提出期限等」と，第１

８条第３項中「前２項」とあるのは「第２９条において準用する第１８条第

１項」と読み替えるものとする。 

６条第１項中「前条第１項」とあるのは「第２８条第１項」と，「同条第４

項後段」とあるのは「第２９条において準用する第１５条第４項後段」と，

第１８条第１項中「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を

害されることとなる参加人（以下この条及び第２４条第３項並びに第３８条

第１項において「当事者等」という。）」とあるのは「当事者」と，「聴聞

の通知があった時から聴聞が終結する時」とあるのは「弁明の機会の付与の

通知があった時から提出期限等」と，第１８条第３項中「前２項」とあるの

は「第２９条において準用する第１８条第１項」と読み替えるものとする。 

   附 則 

１ この条例は，令和８年５月２１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市行政手続条例第１５条第３項及び第４項（これらの規定を同条例第２２条第３項及び第２９条において準用する場合を含む。）

の規定は，この条例の施行の日以後にする通知について適用し，同日前にした通知については，なお従前の例による。 
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市 議 案 第 ２ ０ 号  
豊 中 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ

い て  
 豊 中 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る

も の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

地 方 税 法 の 改 正 に 伴 い ， 公 示 送 達 に 関 す る 規 定 を 改 正 す る た

め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市市税条例の一部を改正する条例 

豊中市市税条例（平成１５年豊中市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（公示送達） （公示送達） 

第７条 法第２０条の２の規定による公示送達は，公告式条例（昭和２５年豊

中市条例第２５号）に規定する公告場に掲示して行うものとする。 

第７条 法第２０条の２の規定による公示送達は，公示事項（同条第２項に規

定する公示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭

和２９年総理府令第２３号。以下「法施行規則」という。）第１条の８第１

項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置

く措置をとるとともに，公示事項が記載された書面を公告式条例（昭和２５

年豊中市条例第２５号）に規定する公告場に掲示し，又は公示事項を本市の

事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることが

できる状態に置く措置をとることによってするものとする。 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第９条 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「法施行規則」

という。）第１条の９第２号に規定する事項は，道路運送車両法（昭和２６

年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪の

小型自動車について天災その他やむを得ない理由により種別割を滞納して

いる場合においてその旨とする。 

第９条 法施行規則第１条の９第２号に規定する事項は，道路運送車両法（昭

和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検査対象軽自動車又は

２輪の小型自動車について天災その他やむを得ない理由により種別割を滞

納している場合においてその旨とする。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか

遅い日から施行する。 
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（経過措置） 

第２条 この条例による改正後の豊中市市税条例第７条の規定は，この条例の施行の日以後にする公示送達について適用し，同日前にした公示送達については，

なお従前の例による。 
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市 議 案 第 ２ １ 号  
職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い

て  
 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も

の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

市 長 部 局 ， 教 育 委 員 会 及 び 消 防 職 員 の 定 数 を 改 正 す る た め ，

提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

職員定数条例の一部を改正する条例 

職員定数条例（昭和２７年豊中市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２条 職員の定数は，次の各号に掲げるとおりとする。 第２条 職員の定数は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 市長の補助機関たる職員（上下水道局の職員を除く。） １，９５５

人 

(１) 市長の補助機関たる職員（上下水道局の職員を除く。） １，９７５

人 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

(３) 教育委員会の職員（教育機関の職員を含む。） ２７９人 (３) 教育委員会の職員（教育機関の職員を含む。） ２８４人 

(４)・(５) （省 略） (４)・(５) （省 略） 

(６) 消防職員 ４１３人 (６) 消防職員 ４１８人 

附 則 

この条例は，令和８年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ２ 号  
手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  

 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の

と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

マ ン シ ョ ン の 建 替 え 等 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律 の 改 正 に 伴 い ，

引 用 法 律 の 名 称 そ の 他 所 要 の 規 定 を 整 備 す る た め ， 提 案 す る も

の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

手数料条例の一部を改正する条例 

手数料条例（平成１２年豊中市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

別表第２７の２ マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法

律第７８号）関係 

別表第２７の２ マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成１４年法律

第７８号）関係 

事務 名称 金額 

第１０５条第１項の規定に基づく容

積率の特例の許可の申請に対する審

査 

容積率の特例許

可申請手数料 

（省 略） 

 

事務 名称 金額 

第１６３条の５９第１項の規定に基

づく容積率又は各部分の高さに関す

る特例の許可の申請に対する審査 

容積率又は各部

分の高さの特例

許可申請手数料 

（省 略） 

 

   附 則 

 この条例は，令和８年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ３ 号  
手 数 料 条 例 及 び 豊 中 市 介 護 医 療 院 の 人 員 ， 施 設 及

び 設 備 並 び に 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い て  
 手 数 料 条 例 及 び 豊 中 市 介 護 医 療 院 の 人 員 ， 施 設 及 び 設 備 並 び

に 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の

よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

医 薬 品 ， 医 療 機 器 等 の 品 質 ， 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 の 改 正 に よ る 引 用 条 項 の 移 動 に 伴 い ， 所 要 の 規 定 を 整

備 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

手数料条例及び豊中市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（手数料条例の一部改正） 

第１条 手数料条例（平成１２年豊中市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

別表第２４ 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する

法律（昭和３５年法律第１４５号）関係 

別表第２４ 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する

法律（昭和３５年法律第１４５号）関係 

 事務 名称 金額 

（省 略） 

８ 第１４条第１５項の規定に基づく

薬局製造販売医薬品の製造販売の

一部変更の承認の申請に対する審

査 

（省 略） 

（省 略） 
 

 事務 名称 金額 

（省 略） 

８ 第１４条第１３項の規定に基づく

薬局製造販売医薬品の製造販売の

一部変更の承認の申請に対する審

査 

（省 略） 

（省 略） 
 

（豊中市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 豊中市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年豊中市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（診療の方針） （診療の方針） 

第１８条 医師の診療の方針は，次に掲げるとおりとする。 第１８条 医師の診療の方針は，次に掲げるとおりとする。 

(１)～(５) （省 略） (１)～(５) （省 略） 

(６) 基準省令第１８条第６号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬 (６) 基準省令第１８条第６号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

品を入所者に施用し，又は処方してはならない。ただし，医薬品，医療機

器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

１４５号）第２条第１７項に規定する治験に係る診療において，当該治験

の対象とされる薬物を使用する場合においては，この限りでない。 

品を入所者に施用し，又は処方してはならない。ただし，医薬品，医療機

器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

１４５号）第２条第１８項に規定する治験に係る診療において，当該治験

の対象とされる薬物を使用する場合においては，この限りでない。 

   附 則 

この条例は，令和８年５月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，公布の日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ４ 号  
豊 中 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す  
る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定  
に つ い て  

豊 中 市 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を

定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と

す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 改 正 に

伴 い ， 所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

豊中市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年豊中市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（乳児等通園支援事業者の職員の一般的条件） （乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件） 

第１０条 乳児等通園支援事業者の職員は，健全な心身を有し，豊かな人間性

と倫理観を備え，児童福祉事業に熱意のある者であって，できる限り児童福

祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。 

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は，健全な心身を有し，豊かな人間性

と倫理観を備え，児童福祉事業に熱意のある者であって，できる限り児童福

祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。 

（乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等） （乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等） 

第１１条 乳児等通園支援事業者の職員は，常に自己研鑽
さん

に励み，法に定める

事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得，維持及び向上に努

めなければならない。 

第１１条 乳児等通園支援事業所の職員は，常に自己研鑽
さん

に励み，法に定める

事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得，維持及び向上に努

めなければならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１４条 乳児等通園支援事業者の職員は，利用乳幼児に対し，法第３３条の

１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を

与える行為をしてはならない。 

第１４条 乳児等通園支援事業所の職員は，利用乳幼児に対し，法第３３条の

１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を

与える行為をしてはならない。 

（乳児等通園支援事業所内部の規程） （乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１７条 乳児等通園支援事業者は，次に掲げる乳児等通園支援事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

第１７条 乳児等通園支援事業者は，次に掲げる乳児等通園支援事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(１)～(５) （省 略） (１)～(５) （省 略） 

(６) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 (６) 利用定員 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(７) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用

に当たっての留意事項 

(７) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利

用に当たっての留意事項 

(８)～(11) （省 略） (８)～(11) （省 略） 

（秘密保持等） （秘密保持等） 

第１９条 乳児等通園支援事業者の職員は，正当な理由がなく，その業務上知

り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

第１９条 乳児等通園支援事業所の職員は，正当な理由がなく，その業務上知

り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（乳児等通園支援事業の区分） （乳児等通園支援事業の区分） 

第２１条 （省 略） 第２１条 （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは，保育所，認定こども園（就学前の子

どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園をいい，保育所である

ものを除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除

く。以下同じ。）を行う事業所において，当該施設又は事業を利用する児童

の数（以下この項において「利用児童数」という。）がその施設又は事業に

係る利用定員の総数に満たない場合であって，当該利用定員の総数から当該

利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援

事業をいう。 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは，保育所，認定こども園（就学前の子

どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園をいい，保育所である

ものを除く。以下同じ。）又は家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除

く。以下同じ。）を行う事業所において，当該施設又は事業を利用する児童

の数（以下この項において「利用児童数」という。）がその施設又は事業に

係る利用定員（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条

第１項又は同法第２９条第１項の確認において定める利用定員をいう。）の

総数に満たない場合であって，当該利用定員の総数から当該利用児童数を除

いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。 

（準用） （準用） 

第２７条 第２４条及び第２５条の規定は，余裕活用型乳児等通園支援事業に

ついて準用する。この場合において，これらの規定中「一般型乳児等通園支

第２７条 第２４条及び第２５条の規定は，余裕活用型乳児等通園支援事業に

ついて準用する。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

援事業」とあるのは，「余裕活用型乳児等通園支援事業」とする。 

（電磁的記録） （電磁的記録） 

第２８条 乳児等通園支援事業者及びその職員は，記録，作成その他これらに

類するもののうち，この条例の規定において書面（書面，書類，文書，謄本，

抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識すること

ができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては，書面に

代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

第２８条 乳児等通園支援事業者及びその乳児等通園支援事業所の職員は，記

録，作成その他これらに類するもののうち，この条例の規定において書面（書

面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知

覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定され

るものについては，書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

   附 則 

 この条例は，令和８年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ５ 号  
豊 中 市 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 に 関 す る 基  
準 を 定 め る 条 例 の 設 定 に つ い て  

豊 中 市 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め

る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 の 改 正 に 伴 い ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事

業 の 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊 中 市条 例 第   号  

豊 中 市特 定 乳 児 等 通 園 支援 事 業 の 運 営 に 関す る 基  

準 を 定め る 条 例  

（ 目 的）  

第 １ 条  こ の 条 例 は ， 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 ２ ４ 年 法 律

第 ６ ５ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ５ ４ 条 の ３ に お い て 準 用

す る 法 第 ４ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援

事 業 の運 営 に 関 す る 基 準を 定 め る こ と を 目的 と す る 。  

（ 定 義）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お ける 用 語 の 意 義 は ，法 の 例 に よ る 。  

（ 一 般原 則 ）  

第 ３ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 （ 法 第 ５ ４ 条 の ３ に 規 定 す

る 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は ， 良 質

か つ 適 切 で あ り ， か つ ， 子 ど も の 保 護 者 の 経 済 的 負 担 の 軽 減

に つ い て 適 切 に 配 慮 さ れ た 内 容 及 び 水 準 の 特 定 乳 児 等 通 園 支

援 （ 法 第 ３ ０ 条 の ２ ０ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 乳 児 等 通 園 支 援

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 提 供 を 行 う こ と に よ り ， 全 て の 子 ど

も が 健 や か に 成 長 す る た め に 適 切 な 環 境 が 等 し く 確 保 さ れ る

こ と を目 指 さ な け れ ば なら な い 。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， そ の 提 供 す る 特 定 乳 児 等 通

園 支 援 を 利 用 す る 支 給 対 象 小 学 校 就 学 前 子 ど も （ 法 第 ３ ０ 条

の １ ４ に 規 定 す る 支 給 対 象 小 学 校 就 学 前 子 ど も を い う 。 以 下

同 じ 。 ） の 意 思 及 び 人 格 を 尊 重 し て ， 常 に 当 該 支 給 対 象 小 学

校 就 学 前 子 ど も の 立 場 に 立 っ て 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 を 提 供 す

る よ うに 努 め な け れ ば なら な い 。  

３  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 地 域 及 び 家 庭 と の 結 び 付 き

を 重 視 し た 運 営 を 行 い ， 都 道 府 県 ， 市 町 村 （ 特 別 区 を 含 む 。

以 下 同 じ 。 ） ， 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 （ 法 第 ２ ７ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 及 び 法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） ， 他 の 特 定 乳

児 等 通園 支 援 事 業 者 ，地域 子 ど も・子 育 て支 援 事 業 を 行 う 者，
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児 童 福 祉 施 設 そ の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス を

提 供 する 者 と の 密 接 な 連携 に 努 め な け れ ばな ら な い 。  

４  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， そ の 提 供 す る 特 定 乳 児 等 通

園 支 援 を 利 用 す る 支 給 対 象 小 学 校 就 学 前 子 ど も の 人 権 の 擁

護 ， 虐 待 の 防 止 等 の た め ， 責 任 者 を 設 置 す る 等 必 要 な 体 制 の

整 備 を 行 う と と も に ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 が 特 定 乳 児

等 通 園 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所 （ 以 下 「 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事

業 所 」 と い う 。 ） の 職 員 に 対 し ， 研 修 の 実 施 そ の 他 の 措 置 を

講 ず るよ う 努 め な け れ ばな ら な い 。  

（ 利 用定 員 ）  

第 ４ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， １ 時 間 当 た り の 利 用 定

員（ 法第 ５ ４ 条 の ２ 第 １項 の 確 認 に お い て定 め る も の に 限 る。

次 項 にお い て 同 じ 。 ） を定 め る も の と す る。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も

（ 法 第 ３ ０ 条 の １ ６ に 規 定 す る 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 当 該 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 が 提 供

す る 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 を 利 用 す る 時 間 数 ， 特 定 乳 児 等 通 園

支 援 事 業 所 が 開 所 す る 日 数 及 び 時 間 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て

１ 月 当た り の 利 用 定 員 を定 め る も の と す る。  

（ 面 談）  

第 ５ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子

ど も に 係 る 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 の 利 用 の 申 込 み を 受 け た 後 ，

当 該 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も に 対 し て 最 初 に 特 定 乳 児 等 通

園 支 援 を 提 供 し よ う と す る と き に ， 当 該 乳 児 等 支 援 給 付 認 定

子 ど も 及 び そ の 保 護 者 の 心 身 の 状 況 並 び に 当 該 乳 児 等 支 援 給

付 認 定 子 ど も の 養 育 環 境 を 把 握 す る た め の 当 該 保 護 者 と の 面

談 （ 映 像 及 び 音 声 の 送 受 信 に よ り 相 手 の 状 態 を 相 互 に 認 識 し

な が らす る 通 話 を 含 む 。） を 行 わ な け れ ばな ら な い 。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 前 項 の 面 談 を 行 う に 当 た っ

て は ， あ ら か じ め ， 第 ２ ０ 条 に 規 定 す る 運 営 規 程 の 概 要 ， 職

員 の 勤 務 の 体 制 ， 第 １ ３ 条 の 規 定 に よ り 当 該 特 定 乳 児 等 通 園
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支 援 事 業 者 が 支 払 を 受 け る 費 用 に 関 す る 事 項 そ の 他 の 提 供 す

る 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 に 関 す る 重 要 事 項 を 記 載 し た 文 書 を 交

付 し なけ れ ば な ら な い 。  

３  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 第 １ 項 の 面 談 に お い て ， 前

項 の 重 要 事 項 を 説 明 し ， 当 該 申 込 み に 係 る 特 定 乳 児 等 通 園 支

援 の 提供 に つ い て 保 護 者の 同 意 を 得 な け れば な ら な い 。  

（ 正 当な 理 由 の な い 提 供拒 否 の 禁 止 ）  

第 ６ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保

護 者 （ 法 第 ３ ０ 条 の １ ５ 第 ３ 項 に 規 定 す る 乳 児 等 支 援 給 付 認

定 保 護 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） か ら 利 用 の 申 込 み を 受 け た と

き は ，正 当 な 理 由 が な けれ ば ， こ れ を 拒 んで は な ら な い 。  

（ あ っせ ん 及 び 要 請 に 対す る 協 力 ）  

第 ７ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， そ の 提 供 す る 特 定 乳 児

等 通 園 支 援 の 利 用 に つ い て 法 第 ５ ４ 条 の ３ に お い て 準 用 す る

法 第 ５ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 市 が 行 う あ っ せ ん 及 び 要 請 に

対 し ，で き る 限 り 協 力 しな け れ ば な ら な い。  

（ 乳 児等 支 援 支 給 認 定 証に 記 載 さ れ た 事 項 の 確 認 ）  

第 ８ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子

ど も に 係 る 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 の 利 用 の 申 込 み を 受 け た 後 ，

当 該 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も に 対 し て 最 初 に 特 定 乳 児 等 通

園 支 援 を 提 供 す る に 際 し ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 か ら 法

第 ３ ０ 条 の １ ５ 第 ３ 項 に 規 定 す る 乳 児 等 支 援 支 給 認 定 証 の 提

示 を 受 け た と き は ， 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 施 行 規 則 （ 平 成 ２

６ 年 内 閣 府 令 第 ４ ４ 号 ） 第 ２ ８ 条 の ２ ４ 各 号 に 掲 げ る 事 項 を

確 認 する も の と す る 。  

（ 乳 児等 支 援 給 付 認 定 の 申 請 に 係 る 援 助 ）  

第 ９ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 法 第 ３ ０ 条 の １ ５ 第 １

項 の 認 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 」 と い

う 。 ） を 受 け て い な い 保 護 者 か ら 利 用 の 申 込 み が あ っ た 場 合

は ， 当 該 保 護 者 の 意 思 を 踏 ま え て 速 や か に 乳 児 等 支 援 給 付 認

定 の 申 請 が 行 わ れ る よ う 必 要 な 援 助 を 行 わ な け れ ば な ら な
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い 。  

（ 心 身の 状 況 等 の 把 握 ）  

第 １ ０ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援

の 提 供 に 当 た っ て は ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も 及 び そ の 保

護 者 の 心 身 の 状 況 ， 当 該 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も の 養 育 環

境 並 び に 他 の 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 が 提 供 す る 特 定 乳 児

等 通 園 支 援 の 利 用 状 況 そ の 他 の 教 育 ・ 保 育 等 （ 法 第 ５ ６ 条 第

１ 項 に 規 定 す る 教 育 ・ 保 育 等 を い う 。 ） の 利 用 の 状 況 の 把 握

に 努 めな け れ ば な ら な い。  

（ 特 定教 育 ・ 保 育 施 設 等 と の 連 携 ）  

第 １ １ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設

等 に お い て 継 続 的 に 提 供 さ れ る 法 第 ２ ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

特 定 教 育 ・ 保 育 及 び 法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 地 域 型

保 育 と の 円 滑 な 接 続 に 資 す る よ う ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど

も に 係 る 情 報 の 提 供 そ の 他 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 と の 密 接 な

連 携 に努 め な け れ ば な らな い 。  

（ 特 定乳 児 等 通 園 支 援 の提 供 の 記 録 ）  

第 １ ２ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援

を 提 供 し た 際 は ， 提 供 し た 日 時 ， 時 間 ， 内 容 そ の 他 必 要 な 事

項 を 記録 し な け れ ば な らな い 。  

（ 支 払）  

第 １ ３ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 法 定 代 理 受 領 （ 法 第

３ ０ 条 の ２ ０ 第 ５ 項 （ 法 第 ３ ０ 条 の ２ １ 第 ３ 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 市 町 村 が 支 払 う 特 定 乳 児 等

通 園 支 援 に 要 し た 費 用 の 額 の 一 部 を ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保

護 者 に 代 わ り 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 が 受 領 す る こ と を い

う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） を 受 け な い と き は ， 乳 児 等 支 援 給

付 認 定 保 護 者 か ら ， 当 該 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 に 係 る 特 定 乳 児

等 通 園 支 援 費 用 基 準 額 （ 法 第 ３ ０ 条 の ２ ０ 第 ３ 項 に 規 定 す る

額 を いう 。次 項 に お い て同 じ 。）の 支 払 を受 け る も の と す る。 

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 前 項 の 支 払 を 受 け る 額 の ほ
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か ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 の 提 供 に 当 た っ て ， 当 該 特 定 乳 児 等

通 園 支 援 の 質 の 確 保 及 び 向 上 を 図 る 上 で 必 要 で あ る と 認 め ら

れ る 対 価 に つ い て ， 当 該 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 に 要 す る 費 用 と

し て 見 込 ま れ る も の の 額 と 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 費 用 基 準 額 と

の 差 額 に 相 当 す る 金 額 の 範 囲 内 で 設 定 す る 額 の 支 払 を 乳 児 等

支 援 給付 認 定 保 護 者 か ら受 け る こ と が で きる 。  

３  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 前 ２ 項 の 支 払 を 受 け る 額 の

ほ か ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 に お い て 提 供 さ れ る 便 宜 に 要 す る

費 用 の う ち ， 次 に 掲 げ る 費 用 の 額 の 支 払 を 乳 児 等 支 援 給 付 認

定 保 護者 か ら 受 け る こ とが で き る 。  

(１ ) 日 用 品 ， 文 房 具 そ の 他 の 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 に 必 要 な

物 品 の購 入 に 要 す る 費 用  

(２ ) 特 定 乳 児 等 通 園 支援 に 係 る 行 事 へ の参 加 に 要 す る 費 用  

(３ ) 食 事 の 提 供 に 要 する 費 用  

(４ ) 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所 に 通 う 際 に 提 供 さ れ る 便 宜

に 要 する 費 用  

(５ ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 に お

い て 提 供 さ れ る 便 宜 に 要 す る 費 用 の う ち ， 特 定 乳 児 等 通 園

支 援 の 利 用 に お い て 通 常 必 要 と さ れ る も の に 係 る 費 用 で あ

っ て ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 に 負 担 さ せ る こ と が 適 当

と 認 めら れ る も の  

４  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 前 ３ 項 の 費 用 の 額 の 支 払 を

受 け た 場 合 は ， 当 該 費 用 の 額 を 支 払 っ た 乳 児 等 支 援 給 付 認 定

保 護 者 に 対 し ， 当 該 費 用 に 係 る 領 収 証 を 交 付 し な け れ ば な ら

な い 。  

５  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 金 銭 の

支 払 を 求 め る 際 は ， あ ら か じ め ， 当 該 金 銭 の 使 途 及 び 額 並 び

に 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 に 金 銭 の 支 払 を 求 め る 理 由 に つ

い て 書 面 に よ っ て 明 ら か に す る と と も に ， 乳 児 等 支 援 給 付 認

定 保 護 者 に 対 し て 説 明 を 行 い ， 文 書 に よ る 同 意 を 得 な け れ ば

な ら な い 。 た だ し ， 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 金 銭 の 支 払 に 係 る 同
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意 に つい て は ， 文 書 に よる こ と を 要 し な い。  

（ 乳 児等 支 援 給 付 費 の 額に 係 る 通 知 等 ）  

第 １ ４ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 法 定 代 理 受 領 に よ り

特 定 乳 児 等 通 園 支 援 に 係 る 乳 児 等 支 援 給 付 費 （ 法 第 ３ ０ 条 の

２ ０ 第 １ 項 の 乳 児 等 支 援 給 付 費 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 支 給

を 受 け た 場 合 は ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 に 対 し ， 当 該 乳

児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 に 係 る 乳 児 等 支 援 給 付 費 の 額 を 通 知

し な けれ ば な ら な い 。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 法 定 代 理 受 領 を 行 わ な い 特

定 乳 児 等 通 園 支 援 に 係 る 費 用 の 額 の 支 払 を 受 け た 場 合 は ， そ

の 提 供 し た 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 の 内 容 ， 利 用 時 間 ， 費 用 の 額

そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る 事 項 を 記 載 し た 特 定 乳 児 等 通 園 支 援

提 供 証 明 書 を 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 に 対 し て 交 付 し な け

れ ば なら な い 。  

（ 特 定乳 児 等 通 園 支 援 の取 扱 方 針 ）  

第 １ ５ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 児 童 福 祉 施 設 の 設 備

及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 昭 和 ２ ３ 年 厚 生 省 令 第 ６ ３ 号 ） 第 ３

５ 条 の 規 定 に 基 づ き 保 育 所 に お け る 保 育 の 内 容 に つ い て 内 閣

総 理 大 臣 が 定 め る 指 針 に 準 じ ， 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 （ 児 童 福

祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ６ 条 の ３ 第 ２ ３ 項 に 規

定 す る 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を い う 。 ） の 特 性 に 留 意 し て ， 支

給 対 象 小 学 校 就 学 前 子 ど も 及 び そ の 保 護 者 の 心 身 の 状 況 等 に

応 じ て ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 の 提 供 を 適 切 に 行 わ な け れ ば な

ら な い。  

（ 特 定乳 児 等 通 園 支 援 に関 す る 評 価 等 ）  

第 １ ６ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 自 ら そ の 提 供 す る 特

定 乳 児 等 通 園 支 援 の 質 の 評 価 を 行 い ， 常 に そ の 改 善 を 図 ら な

け れ ばな ら な い 。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 定 期 的 に 外 部 の 者 に よ る 評

価 を 受 け て ， そ の 結 果 を 公 表 し ， 常 に そ の 改 善 を 図 る よ う 努

め な けれ ば な ら な い 。  
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（ 相 談及 び 援 助 ）  

第 １ ７ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 常 に 乳 児 等 支 援 給 付

認 定 子 ど も 及 び そ の 保 護 者 の 心 身 の 状 況 並 び に 当 該 乳 児 等 支

援 給 付 認 定 子 ど も の 養 育 環 境 の 的 確 な 把 握 に 努 め ， 当 該 乳 児

等 支 援 給 付 認 定 子 ど も 及 び そ の 保 護 者 か ら の 相 談 に 適 切 に 応

じ る と と も に ， 必 要 な 助 言 そ の 他 の 援 助 を 行 わ な け れ ば な ら

な い 。  

（ 緊 急時 等 の 対 応 ）  

第 １ ８ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所 の 職 員 は ， 現 に 特 定 乳 児

等 通 園 支 援 の 提 供 を 行 っ て い る と き に 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子

ど も に 体 調 の 急 変 が 生 じ た 場 合 そ の 他 必 要 な 場 合 は ， 速 や か

に 当 該 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も の 保 護 者 又 は 医 療 機 関 へ の

連 絡 を行 う 等 の 必 要 な 措置 を 講 じ な け れ ばな ら な い 。  

（ 乳 児等 支 援 給 付 認 定 保護 者 に 関 す る 市 への 通 知 ）  

第 １ ９ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援

を 受 け て い る 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も に 係 る 乳 児 等 支 援 給

付 認 定 保 護 者 が 偽 り そ の 他 不 正 な 行 為 に よ っ て 乳 児 等 支 援 給

付 費 の 支 給 を 受 け ， 又 は 受 け よ う と し た と き は ， 遅 滞 な く ，

意 見 を付 し て そ の 旨 を 市に 通 知 し な け れ ばな ら な い 。  

（ 運 営規 程 ）  

第 ２ ０ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 次 に 掲 げ る 事 業 の 運

営 に つ い て の 重 要 事 項 に 関 す る 規 程 （ 第 ２ ３ 条 に お い て 「 運

営 規 程」 と い う 。 ） を 定め て お か な け れ ばな ら な い 。  

(１ ) 特 定 乳 児 等 通 園 支援 事 業 の 目 的 及 び運 営 の 方 針  

(２ ) そ の 提 供 す る 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 の内 容  

(３ ) 職 員 の 職 種 ， 員 数及 び 職 務 の 内 容  

(４ ) 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 の 提 供 を 行 う 日 及 び 時 間 並 び に 提

供 を 行わ な い 日  

(５ ) 第 １ ３ 条 の 規 定 に よ り 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 か ら

支 払 を受 け る 費 用 の 種 類， 支 払 を 求 め る 理由 及 び そ の 額  

(６ ) 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 定 め る １ 時 間 当 た り の 利 用
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定 員  

(７ ) 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 利 用 の 開 始 及 び 終 了 に 関 す

る 事 項 そ の 他 の 利 用 に 当た っ て の 留 意 事 項  

(８ ) 緊 急 時 等 に お け る対 応 方 法  

(９ ) 非 常 災 害 対 策  

(10) 虐 待 の 防 止 の た めの 措 置 に 関 す る 事項  

(11) そ の 他 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 運 営 に 関 す る 重 要 事  

 項  

（ 勤 務体 制 の 確 保 等 ）  

第 ２ １ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定

子 ど も に 対 し ， 適 切 な 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 を 提 供 す る こ と が

で き る よ う ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所 ご と に 職 員 の 勤 務 の

体 制 を定 め て お か な け れば な ら な い 。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所

ご と に ， 当 該 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所 の 職 員 に よ っ て 特 定

乳 児 等 通 園 支 援 を 提 供 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 特 定 乳

児 等 通 園 支 援 の 提 供 に 直 接 影 響 を 及 ぼ さ な い 業 務 に つ い て

は ， この 限 り で な い 。  

３  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所

の 職 員 の 資 質 の 向 上 の た め に ， そ の 研 修 の 機 会 を 確 保 し な け

れ ば なら な い 。  

（ 利 用定 員 の 遵 守 ）  

第 ２ ２ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 定 め る １ 時 間 当 た り の 利 用 定 員 を 超 え て 特 定 乳 児 等 通

園 支 援の 提 供 を 行 っ て はな ら な い 。  

（ 掲 示等 ）  

第 ２ ３ 条  特 定 乳 児 等 通 園 事 業 者 は ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業

所 の 見 や す い 場 所 に ， 運 営 規 程 の 概 要 ， 職 員 の 勤 務 の 体 制 ，

第 １ ３ 条 の 規 定 に よ り 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 か ら 支 払 を

受 け る 費 用 の 額 そ の 他 の 利 用 の 申 込 み を し た 者 の 特 定 乳 児 等

通 園 支 援 事 業 所 の 選 択 に 資 す る と 認 め ら れ る 重 要 事 項 を 掲 示
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す る とと も に，電 気 通 信回 線 に 接 続 し て 行う 自 動 公 衆 送 信（ 公

衆 に よ っ て 直 接 受 信 さ れ る こ と を 目 的 と し て 公 衆 か ら の 求 め

に 応 じ 自 動 的 に 送 信 を 行 う こ と を い い ， 放 送 又 は 有 線 放 送 に

該 当 す る も の を 除 く 。 ） に よ り 公 衆 の 閲 覧 に 供 し な け れ ば な

ら な い。  

（ 乳 児等 支 援 給 付 認 定 子ど も を 平 等 に 取 り扱 う 原 則 ）  

第 ２ ４ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所 に お い て は ， 乳 児 等 支 援

給 付 認 定 子 ど も の 国 籍 ， 信 条 ， 社 会 的 身 分 又 は 第 １ ３ 条 の 規

定 に よ る 支 払 の 状 況 に よ っ て ， 差 別 的 取 扱 い を し て は な ら な

い 。  

（ 虐 待等 の 禁 止 ）  

第 ２ ５ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所 の 職 員 は ， 乳 児 等 支 援 給

付 認 定 子 ど も に 対 し ， 児 童 福 祉 法 第 ３ ３ 条 の １ ０ 第 １ 項 各 号

に 掲 げ る 行 為 そ の 他 当 該 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も の 心 身 に

有 害 な影 響 を 与 え る 行 為を し て は な ら な い。  

（ 秘 密保 持 等 ）  

第 ２ ６ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所 の 職 員 及 び 管 理 者 は ， 正

当 な 理 由 が な く ， そ の 業 務 上 知 り 得 た 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子

ど も 又は そ の 家 族 の 秘 密を 漏 ら し て は な らな い 。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 所

の 職 員 で あ っ た 者 が ， 正 当 な 理 由 が な く ， そ の 業 務 上 知 り 得

た 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も 又 は そ の 家 族 の 秘 密 を 漏 ら す こ

と が ない よ う ， 必 要 な 措置 を 講 じ な け れ ばな ら な い 。  

３  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 ， 他

の 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 ， 地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業

を 行 う 者 そ の 他 の 機 関 に 対 し て ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も

に 関 す る 情 報 を 提 供 す る 際 に は ， あ ら か じ め 文 書 に よ り 当 該

乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も に 係 る 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者

の 同 意を 得 て お か な け れば な ら な い 。  

（ 情 報の 提 供 等 ）  

第 ２ ７ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， そ の 提 供 す る 特 定 乳
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児 等 通 園 支 援 を 利 用 し よ う と す る 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も

に 係 る 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 が ， そ の 希 望 を 踏 ま え て 適

切 に 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 を 選 択 す る こ と が で き る よ う

に ， そ の 提 供 す る 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 の 内 容 に 関 す る 情 報 の

提 供 を行 う よ う 努 め な けれ ば な ら な い 。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 当 該 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事

業 者 に つ い て 広 告 を す る 場 合 に お い て ， そ の 内 容 を 虚 偽 の も

の 又 は誇 大 な も の と し ては な ら な い 。  

（ 利 益供 与 等 の 禁 止 ）  

第 ２ ８ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 利 用 者 支 援 事 業 （ 法

第 ５ ９ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 事 業 を い う 。 ） そ の 他 の 地 域 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 事 業 を 行 う 者 （ 次 項 に お い て 「 利 用 者 支 援 事

業 者 等」と い う 。），教育・保 育 施 設 ，地域 型 保 育 事 業 者（地

域 型 保 育 を 行 う 事 業 者 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 若 し く

は 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 （ 乳 児 等 通 園 支 援 を 行 う 事 業 者 を い

う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 又 は そ の 職 員 に 対 し ， 支 給 対 象 小

学 校 就 学 前 子 ど も 又 は そ の 家 族 に 対 し て 当 該 特 定 乳 児 等 通 園

支 援 事 業 者 を 紹 介 す る こ と の 対 償 と し て ， 金 品 そ の 他 の 財 産

上 の 利益 を 供 与 し て は なら な い 。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 利 用 者 支 援 事 業 者 等 ， 教 育

・ 保 育 施 設 ， 地 域 型 保 育 事 業 者 若 し く は 乳 児 等 通 園 支 援 事 業

者 又 は そ の 職 員 か ら ， 支 給 対 象 小 学 校 就 学 前 子 ど も 又 は そ の

家 族 を 紹 介 す る こ と の 対 償 と し て ， 金 品 そ の 他 の 財 産 上 の 利

益 を 収受 し て は な ら な い。  

（ 苦 情解 決 ）  

第 ２ ９ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， そ の 提 供 し た 特 定 乳

児 等 通 園 支 援 に 関 す る 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も 又 は 乳 児 等

支 援 給 付 認 定 保 護 者 そ の 他 の 当 該 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も

の 家 族（ 以 下 こ の 条 に おい て「 乳 児 等 支 援給 付 認 定 子 ど も 等」

と い う 。 ） か ら の 苦 情 に 迅 速 か つ 適 切 に 対 応 す る た め に ， 苦

情 を 受 け 付 け る た め の 窓 口 の 設 置 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ
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な け れば な ら な い 。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 前 項 の 苦 情 を 受 け 付 け た 場

合 に は ， 当 該 苦 情 の 内 容 そ の 他 の 事 項 を 記 録 し な け れ ば な ら

な い 。  

３  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， そ の 提 供 し た 特 定 乳 児 等 通

園 支 援 に 関 す る 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も 等 か ら の 苦 情 に 関

し て 市 が 実 施 す る 事 業 に 協 力 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な

い 。  

４  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， そ の 提 供 し た 特 定 乳 児 等 通

園 支 援 に 関 し ， 法 第 ３ ０ 条 の １ ３ に お い て 準 用 す る 法 第 １ ４

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 市 が 行 う 報 告 若 し く は 帳 簿 書 類 そ の 他

の 物 件 の 提 出 若 し く は 提 示 の 命 令 又 は 当 該 市 の 職 員 か ら の 質

問 若 し く は 特 定 乳 児 等 通 園 事 業 所 の 設 備 若 し く は 帳 簿 書 類 そ

の 他 の 物 件 の 検 査 に 応 じ ， 及 び 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も 等

か ら の 苦 情 に 関 し て 市 が 行 う 調 査 に 協 力 す る と と も に ， 市 か

ら 指 導 又 は 助 言 を 受 け た 場 合 は ， 当 該 指 導 又 は 助 言 に 従 っ て

必 要 な改 善 を 行 わ な け れば な ら な い 。  

５  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 市 か ら の 求 め が あ っ た 場 合

に は ，前 項 の 改 善 の 内 容を 市 に 報 告 し な けれ ば な ら な い 。  

（ 地 域と の 連 携 等 ）  

第 ３ ０ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， そ の 運 営 に 当 た っ て

は ， 地 域 住 民 又 は そ の 自 発 的 な 活 動 等 と の 連 携 及 び 協 力 を 行

う 等 の地 域 と の 交 流 に 努め な け れ ば な ら ない 。  

（ 事 故発 生 の 防 止 及 び 発生 時 の 対 応 ）  

第 ３ １ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 事 故 の 発 生 又 は そ の

再 発 を 防 止 す る た め ， 次 に 定 め る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な

い 。  

(１ ) 事 故 が 発 生 し た 場 合 の 対 応 ， 次 号 に 規 定 す る 報 告 の 方

法 等 が 記 載 さ れ た 事 故 発 生 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る

こ と 。  

(２ ) 事 故 が 発 生 し た 場 合 又 は そ れ に 至 る 危 険 性 が あ る 事 態
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が 生 じ た 場 合 に ， 当 該 事 実 が 報 告 さ れ ， そ の 分 析 を 通 じ た

改 善 策を 職 員 に 周 知 徹 底す る 体 制 を 整 備 する こ と 。  

(３ ) 事 故 発 生 の 防 止 の た め の 委 員 会 及 び 職 員 に 対 す る 研 修

を 定 期的 に 行 う こ と 。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も

に 対 す る 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 の 提 供 に よ り 事 故 が 発 生 し た 場

合 は ， 速 や か に 市 及 び 当 該 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も の 家 族

等 に 連 絡 を 行 う と と も に ， 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な

い 。  

３  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 前 項 の 事 故 の 状 況 及 び 事 故

に 際 して 採 っ た 処 置 に つい て 記 録 し な け れば な ら な い 。  

４  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も

に 対 す る 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 の 提 供 に よ り 賠 償 す べ き 事 故 が

発 生 した 場 合 は ，損 害 賠償 を 速 や か に 行 わな け れ ば な ら な い。 

（ 会 計の 区 分 ）  

第 ３ ２ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援

事 業 の 会 計 を そ の 他 の 事 業 の 会 計 と 区 分 し な け れ ば な ら な

い 。  

（ 記 録の 整 備 等 ）  

第 ３ ３ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援

事 業 所 の 職 員 ， 設 備 及 び 会 計 に 関 す る 諸 記 録 を 整 備 し て お か

な け れば な ら な い 。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 子 ど も

に 対 す る 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 の 提 供 に 関 す る 次 に 掲 げ る 記 録

等 を 整 備 し ， そ の 完 結 の 日 か ら ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な

い 。  

(１ ) 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ る 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 の 提 供 の 記  

  録  

(２ ) 第 １ ５ 条 に 定 め る も の に 基 づ く 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 の

提 供 に当 た っ て の 計 画  

(３ ) 第 １ ９ 条 の 規 定 によ る 市 へ の 通 知 に係 る 記 録  
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(４ ) 第 ２ ９ 条 第 ２ 項 に規 定 す る 苦 情 の 内容 等 の 記 録  

(５ ) 第 ３ １ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 事 故 の 状 況 及 び 事 故 に 際 し

て 採 った 処 置 に つ い て の記 録  

（ 電 磁的 記 録 等 ）  

第 ３ ４ 条  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 記 録 ， 作 成 ， 保 存 そ

の 他 こ れ ら に 類 す る も の の う ち ， こ の 条 例 の 規 定 に お い て 書

面 等 （ 書 面 ， 書 類 ， 文 書 ， 謄 本 ， 抄 本 ， 正 本 ， 副 本 ， 複 本 そ

の 他 文 字 ， 図 形 等 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き る 情

報 が 記 載 さ れ た 紙 そ の 他 の 有 体 物 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い

て 同 じ。）に よ り 行 う こと が 規 定 さ れ て いる も の に つ い て は，

当 該 書 面 等 に 代 え て ， 当 該 書 面 等 に 係 る 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的

方 式 ， 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が

で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て ， 電 子 計 算 機 に よ る 情

報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。 ）に よ り 行 う こ と がで き る 。  

２  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， こ の 条 例 の 規 定 に よ る 書 面

等 の 交 付 又 は 提 出 に つ い て は ， 当 該 書 面 等 が 電 磁 的 記 録 に よ

り 作 成 さ れ て い る 場 合 に は ， 当 該 書 面 等 の 交 付 又 は 提 出 に 代

え て ， 第 ４ 項 で 定 め る と こ ろ に よ り ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保

護 者 の 承 諾 を 得 て ， 当 該 書 面 等 に 記 載 す べ き 事 項 （ 以 下 こ の

条 に お い て 「 記 載 事 項 」 と い う 。 ） を 電 子 情 報 処 理 組 織 （ 特

定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と ， 乳 児 等

支 援 給 付 認 定 保 護 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 電 気 通 信 回

線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て

同 じ 。 ） を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る

方 法 で あ っ て 次 に 掲 げ る も の （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 電 磁 的

方 法 」 と い う 。 ） に よ り 提 供 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に

お い て ， 当 該 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 当 該 書 面 等 を 交

付 し ， 又 は 提 出 し た も のと み な す 。  

(１ ) 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 の う ち ア 又 は イ に 掲

げ る もの  
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ア  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と

乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を

接 続 す る 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 送 信 し ， 受 信 者 の 使 用 に

係 る 電子 計 算 機 に 備 え られ た フ ァ イ ル に 記録 す る 方 法  

イ  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に

備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 記 載 事 項 を 電 気 通 信 回

線 を 通 じ て 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 の 閲 覧 に 供 し ， 乳

児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え

ら れ た 当 該 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 の フ ァ イ ル に 当 該

記 載 事 項 を 記 録 す る 方 法 （ 電 磁 的 方 法 に よ る 提 供 を 受 け

る 旨 の 承 諾 又 は 受 け な い 旨 の 申 出 を す る 場 合 に あ っ て

は ， 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機

に 備 えら れ た フ ァ イ ル にそ の 旨 を 記 録 す る方 法 ）  

(２ ) 電 磁 的 記 録 媒 体（電 磁 的 記 録 に 係 る記 録 媒 体 を い う 。）

を も っ て 調 製 す る フ ァ イ ル に 記 載 事 項 を 記 録 し た も の を 交

付 す る方 法  

３  前 項 各 号 に 掲 げ る 方 法 は ， 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 が フ

ァ イ ル へ の 記 録 を 出 力 す る こ と に よ り 文 書 を 作 成 す る こ と が

で き るも の で な け れ ば なら な い 。  

４  特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者 は ， 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 記 載 事

項 を 提 供 し よ う と す る と き は ， あ ら か じ め ， 当 該 記 載 事 項 を

提 供 す る 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 に 対 し ， そ の 用 い る 次 に

掲 げ る 電 磁 的 方 法 の 種 類 及 び 内 容 を 示 し ， 文 書 又 は 電 磁 的 方

法 に よる 承 諾 を 得 な け れば な ら な い 。  

(１ ) 第 ２ 項 各 号 に 規 定 す る 方 法 の う ち 特 定 乳 児 等 通 園 支 援

事 業 者 が 使 用 す る も の  

(２ ) フ ァ イ ル へ の 記 録の 方 式  

５  前 項 の 規 定 に よ る 承 諾 を 得 た 特 定 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 者

は ， 当 該 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 か ら 文 書 又 は 電 磁 的 方 法

に よ り ， 電 磁 的 方 法 に よ る 提 供 を 受 け な い 旨 の 申 出 が あ っ た

と き は ， 当 該 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 に 対 し ， 第 ２ 項 に 規
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定 す る 記 載 事 項 の 提 供 を 電 磁 的 方 法 に よ っ て し て は な ら な

い 。 た だ し ， 当 該 乳 児 等 支 援 給 付 認 定 保 護 者 が 再 び 前 項 の 規

定 に よる 承 諾 を し た 場 合は ， こ の 限 り で ない 。  

６  第 ２ 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 は ， こ の 条 例 の 規 定 に よ る 書 面

等 に よ る 同 意 の 取 得 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て ，

第 ２ 項 中 「 書 面 等 の 交 付 又 は 提 出 」 と あ り ， 及 び 「 書 面 等 に

記 載 すべ き 事 項（ 以 下 この 条 に お い て「 記 載 事項 」と い う 。）」

と あ る の は 「 書 面 等 に よ る 同 意 」 と ， 「 第 ４ 項 」 と あ る の は

「 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 第 ４ 項 」 と ， 「 提 供 す る 」 と あ る

の は 「 得 る 」 と ， 「 書 面 等 を 交 付 し ， 又 は 提 出 し た 」 と あ る

の は 「 書 面 等 に よ る 同 意 を 得 た 」 と ， 「 記 載 事 項 を 」 と あ る

の は 「 同 意 に 関 す る 事 項 を 」 と ， 「 提 供 を 受 け る 」 と あ る の

は 「 同 意 を 行 う 」 と ， 「 受 け な い 」 と あ る の は 「 行 わ な い 」

と ， 「 交 付 す る 」 と あ る の は 「 得 る 」 と ， 第 ３ 項 中 「 前 項 各

号 」 と あ る の は 「 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 前 項 各 号 」 と ， 第

４ 項 中 「 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 第 ２

項 」 と ， 「 記 載 事 項 を 提 供 し よ う 」 と あ る の は 「 同 意 を 得 よ

う 」 と ， 「 記 載 事 項 を 提 供 す る 」 と あ る の は 「 同 意 を 得 よ う

と す る 」 と ， 同 項 第 １ 号 中 「 第 ２ 項 各 号 」 と あ る の は 「 第 ６

項 に お い て 準 用 す る 第 ２ 項 各 号 」 と ， 前 項 中 「 前 項 」 と あ る

の は 「 次 項 に お い て 準 用 す る 前 項 」 と ， 「 提 供 を 受 け な い 」

と あ る の は 「 同 意 を 行 わ な い 」 と ， 「 第 ２ 項 に 規 定 す る 記 載

事 項 の 提 供 」 と あ る の は 「 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 書 面 等 に よ

る 同 意の 取 得 」 と 読 み 替え る も の と す る 。  

附  則  

こ の 条例 は ， 令 和 ８ 年 ４月 １ 日 か ら 施 行 する 。  
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市 議 案 第 ２ ６ 号  
豊 中 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定  
に つ い て  

豊 中 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設

定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

普 通 徴 収 に 係 る 納 期 を 改 正 す る と と も に ， 介 護 保 険 法 施 行 令

の 改 正 に 伴 い 令 和 ８ 年 度 の 保 険 料 率 の 算 定 に 関 す る 所 得 の 額 の

算 定 方 法 等 の 特 例 措 置 を 講 じ る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市介護保険条例の一部を改正する条例 

豊中市介護保険条例（平成１２年豊中市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（普通徴収に係る納期） （普通徴収に係る納期） 

第４条 普通徴収（法第１３１条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。）に

係る保険料の納期（以下「納期」という。）は，６月から翌年３月までの毎

月末日（その日が民法（明治２９年法律第８９号）第１４２条に規定する休

日又は銀行法施行令（昭和５７年政令第４０号）第５条第１項第２号若しく

は第３号に掲げる日に該当する場合にあっては，これらの日の翌日）までと

する。 

第４条 普通徴収（法第１３１条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。）に

係る保険料の納期（以下「納期」という。）は，７月から翌年３月までの毎

月末日（その日が民法（明治２９年法律第８９号）第１４２条に規定する休

日又は銀行法施行令（昭和５７年政令第４０号）第５条第１項第２号若しく

は第３号に掲げる日に該当する場合にあっては，これらの日の翌日）までと

する。 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

附 則 附 則 

１～18 （省 略） １～18 （省 略） 

 19 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を

有しない者を除き，令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課

期日において市内に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規定により市

の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。）に限る。以下

この項から附則第２２項までにおいて同じ。）のうち，令和７年の合計所得

金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１

項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５１，０００円以

上６５１，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率

の算定についての第３条第１項（第６号ア，第７号ア，第８号ア，第９号ア，
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第１０号ア，第１１号ア，第１２号ア，第１３号ア，第１４号ア，第１５号

ア，第１６号ア及び第１７号アに係る部分に限る。）の規定の適用について

は，同項第６号ア中「いう。租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第３４条の２第１項，

第３４条の３第１項，第３５条第１項，第３５条の２第１項，第３５条の３

第１項又は第３６条の規定」とあるのは，「いい，当該合計所得金額に所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得が含ま

れている場合には，当該給与所得の金額については，同条第２項の規定によ

って計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額

から５５０，０００円を控除して得た額を加えた額によるものとし，租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）による特別控除」とする。 

 20 第１号被保険者のうち，令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれてい

る者（同年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，００

０円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定について

の第３条第１項（第６号ア，第７号ア，第８号ア，第９号ア，第１０号ア，

第１１号ア，第１２号ア，第１３号ア，第１４号ア，第１５号ア，第１６号

ア及び第１７号アに係る部分に限る。）の規定の適用については，同項第６

号ア中「いう。租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第

１項若しくは第２項，第３４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条の３

第１項，第３５条第１項，第３５条の２第１項，第３５条の３第１項又は第

３６条の規定」とあるのは，「いい，当該合計所得金額に所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合

には，当該給与所得の金額については，同条第２項の規定によって計算した

金額に１００，０００円を加えた額によるものとし，租税特別措置法（昭和
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

３２年法律第２６号）による特別控除」とする。 

 21 第１号被保険者のうち，令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれてい

る者（同年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９００，

０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定につ

いての第３条第１項（第６号ア，第７号ア，第８号ア，第９号ア，第１０号

ア，第１１号ア，第１２号ア，第１３号ア，第１４号ア，第１５号ア，第１

６号ア及び第１７号アに係る部分に限る。）の規定の適用については，同項

第６号ア中「いう。租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第３４条の２第１項，第３４条

の３第１項，第３５条第１項，第３５条の２第１項，第３５条の３第１項又

は第３６条の規定」とあるのは，「いい，当該合計所得金額に所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている

場合には，当該給与所得の金額については，同条第２項の規定によって計算

した金額に６５０，０００円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の同

条第１項に規定する給与等の収入金額から，当該給与等の収入金額を所得税

法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改

正前の所得税法別表第５の給与等の金額として，同表により当該金額に応じ

て求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）

を控除して得た額を加えた額によるものとし，租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）による特別控除」とする。 

 22 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３条

第１項の規定の適用については，当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主

及び全ての世帯員のうちに，第１号に掲げる者に該当し，かつ，第２号又は

第３号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは，当該該当する者
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

は，令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみ

なす。 

(１) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分

の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。）であって，

令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市

内に住所を有するもの（同法第２９４条第３項の規定により市の住民基本

台帳に記録されている者とみなされたものを含む。） 

(２) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し，かつ，令和８

年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって，次の

アからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，００

０円未満であり，かつ，１，３５０，０００円から同年の合計所得金額

を控除して得た額が，同年中の給与等の収入金額から５５０，０００円

を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，

０００円未満であり，かつ，１，３５０，０００円から同年の合計所得

金額を控除して得た額が１００，０００円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９０

０，０００円未満であり，かつ，１，３５０，０００円から同年の合計

所得金額を控除して得た額が，６５０，０００円から，同年中の給与等

の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する

法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の所得税法別

表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額として，別表第５

により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

(３) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず，かつ，令和８

年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって，次の

アからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５１，０００円以上６５１，００

０円未満であり，かつ，豊中市市税条例（平成１５年豊中市条例第５１

号）第１５条第２項で定める金額から令和７年の合計所得金額を控除し

て得た額が，同年中の給与等の収入金額から５５０，０００円を控除し

て得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５１，０００円以上１，６１９，

０００円未満であり，かつ，豊中市市税条例第１５条第２項で定める金

額から同年の合計所得金額を控除して得た額が１００，０００円以下で

ある場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，６１９，０００円以上１，９０

０，０００円未満であり，かつ，豊中市市税条例第１５条第２項で定め

る金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が，６５０，０００円

から，同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第５

の給与等の金額として，別表第５により当該金額に応じて求めた別表第

５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た

額以下である場合 

 23 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３条

第１項の規定の適用については，当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる

者に該当し，かつ，同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する

ときは，当該第１号被保険者は，令和８年度分の地方税法の規定による市町
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

村民税が課されている者とみなす。 

 24 令和８年度分の保険料については，第１２条第２項の規定にかかわらず，

市長が特に認める場合は，保険料の減免を受けようとする者の申請によらず

減免することができる。 

附 則 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市介護保険条例第４条第１項の規定は，令和８年度分の保険料から適用し，令和７年度分までの保険料については，なお従前の

例による。 
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市 議 案 第 ２ ７ 号  
豊 中 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の  
設 定 に つ い て  

豊 中 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う

に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

国 民 健 康 保 険 法 及 び 国 民 健 康 保 険 法 施 行 令 の 改 正 に 伴 い ， 子

ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 賦 課 額 を 新 設 す る と と も に ， そ の 他 所

要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

豊中市国民健康保険条例（昭和３５年豊中市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（保険料の賦課額） （保険料の賦課額） 

第７条の２ 保険料の賦課額は，世帯主の世帯に属する被保険者につき算定し

た基礎賦課額（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９

条の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及び後期高

齢者支援金等賦課額（同項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をい

う。以下同じ。）並びに介護納付金賦課被保険者（同項第３号に規定する介

護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課

額（同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）の合算額とする。 

第７条の２ 保険料の賦課額は，次に掲げる額の合算額とする。 

(１) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康

保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号に

規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。） 

(２) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等

賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期

高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。） 

(３) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行

令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。

以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同号に規定する介護納付

金賦課額をいう。以下同じ。） 

(４) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納

付金賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第４号に規定する

子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（基礎賦課総額） （基礎賦課総額） 

第８条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第１６条，第１６条の３及び第１

６条の４の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては，そ

第８条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第１６条，第１６条の３及び第１

６条の４の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては，そ
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

の減額することになる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）

は，第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。 

の減額することになる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）

は，第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。 

(１) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (１) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア （省 略） ア （省 略） 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み替えられ

た法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この

条において同じ。）の納付に要する費用（大阪府（以下「府」という。）

の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法

の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」とい

う。），高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床

転換支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）

の規定による納付金（以下「介護納付金」という。）の納付に要する費

用に充てる部分を除く。）の額 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み替えられ

た法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この

条において同じ。）の納付に要する費用（大阪府（以下「府」という。）

の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法

の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）

及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換

支援金等」という。），介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定

による納付金（以下「介護納付金」という。）並びに子ども・子育て支

援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子ども・子育て支援納付

金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）の納付に要する費用

に充てる部分を除く。）の額 

ウ～オ （省 略） ウ～オ （省 略） 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者

支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用

に充てる部分に限る。）の額を除く。） 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者

支援金等及び病床転換支援金等，介護納付金並びに子ども・子育て支援

納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）の額を除く。） 

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア （省 略） ア （省 略） 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等，病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる

部分に限る。以下このイにおいて同じ。）に係るものを除く。）及び同

条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用に係るものを除く。）の額 

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等及び病床転換支援金等，介護納付金並びに子ども・子育て支援納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同

じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付

金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）

の額 

ウ・エ （省 略） ウ・エ （省 略） 

（後期高齢者支援金等賦課総額） （後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１１条の２の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第１６

条，第１６条の３及び第１６条の４の規定により後期高齢者支援金等賦課額

を減額するものとした場合にあっては，その減額することになる額を含む。）

の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は，第１号に掲げ

る額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算

定した額とする。 

第１１条の２の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第１６

条，第１６条の３及び第１６条の４の規定により後期高齢者支援金等賦課額

を減額するものとした場合にあっては，その減額することになる額を含む。）

の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は，第１号に掲げ

る額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算

定した額とする。 

(１) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等

及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号におい

て同じ。） 

(１) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等

及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号におい

て同じ。）の額 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） （後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１１条の２の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は，次のとおりとす

る。 

第１１条の２の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は，次のとおりとす

る。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

(１)・(２) （省 略） (１)・(２) （省 略） 

(３) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ，それぞれア

からウまでに定める額 

(３) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ，それぞれア

からウまでに定める額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち，後期

高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額 

ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち，

後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額 

イ・ウ （省 略） イ・ウ （省 略） 

２ （省 略） ２ （省 略） 

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額） 

第１１条の３ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１６条及び第１６

条の４の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあって

は，その減額することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総

額」という。）は，第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を基準として算定した額とする。 

第１１条の３ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１６条及び第１６

条の４の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあって

は，その減額することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総

額」という。）は，第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込

額を控除した額を基準として算定した額とする。 

(１) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に

要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。） 

(１) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に

要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

 （子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第１１条の８ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第１

６条及び第１６条の３から第１６の５までの規定により子ども・子育て支援

納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては，その減額することにな

る額を含む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）

は，第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

を基準として算定した額とする。 

(１) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援

納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）

の額 

イ 第１６条の５に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる

額の総額 

(２) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項，第

７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入

金を除く。）の額 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１１条の９ 納付義務者に対する保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援

納付金賦課額は，当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被

保険者均等割額の合算額の総額に，当該世帯に属する１８歳以上被保険者

（国民健康保険法施行令第２９条の７第５項第３号に規定する１８歳以上

被保険者をいう。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額の総額を加
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

算した額とする。 

２ 前項の場合において，同項の子ども・子育て支援納付金賦課額に１円未満

の端数があるときは，これを切り捨てるものとする。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１１条の１０ 前条第１項の所得割額は，被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に，次条の所得割の保険料

率を乗じて算定する。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第１１条の１１ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は，次のとおり

とする。 

(１) 所得割 市町村標準保険料率のうち，子ども・子育て支援納付金賦課

額の保険料率における所得割の率 

(２) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち，子ども・子育て支援納

付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額 

(３) １８歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち，子ども・子

育て支援納付金賦課額の保険料率における１８歳以上被保険者均等割の

額 

２ 第１１条第２項及び第３項の規定は，前項の保険料率の決定について準用

する。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１１条の１２ 第１１条の９の子ども・子育て支援納付金賦課額は，各年度

において法第８２条の３第３項の規定による通知が行われた日において施

行されていた国民健康保険法施行令第２９条の７第５項第１０号に掲げる

額を超えることができない。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（賦課期日後において納付義務の発生，消滅又は被保険者数の異動等があった

場合の保険料の額） 

（賦課期日後において納付義務の発生，消滅又は被保険者数の異動等があった

場合の保険料の額） 

第１５条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し，又は納付義務者の世帯に

属する被保険者数が増加し，若しくは減少し，若しくは当該世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険

者でなくなった若しくは国民健康保険法施行令第２９条の７の２第２項に

規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）とな

った場合における当該納付義務者に係る第９条の額，第１１条の２の３の額

（被保険者数が増加し，若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当

することにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者

等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）若

しくは第１１条の４の額又は次条第１項各号（同条第３項又は第４項の規定

により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額，

第１６条の３第１項（同条第３項の規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に規定する第１１条の基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額，第１６条の３第４項第

１号（同条第６項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項におい

て同じ。）に定める額，第１６条の４第１項各号（同条第３項又は第４項の

規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める

額若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定により読み替えて

準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額の算定は，それぞれ

その納付義務が発生した日又は被保険者数が増加し，若しくは減少した日

（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより

被保険者数が減少した場合においては，その減少した日が月の初日であると

第１５条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し，又は納付義務者の世帯に

属する被保険者数が増加し，若しくは減少し，若しくは当該世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険

者でなくなった若しくは国民健康保険法施行令第２９条の７の２第２項に

規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）とな

った場合における当該納付義務者に係る第９条の額，第１１条の２の３の額

（被保険者数が増加し，若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当

することにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者

等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。），

第１１条の４の額若しくは第１１条の９の額又は次条第１項各号（同条第３

項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同

じ。）に定める額若しくは同条第５項各号に定める額，第１６条の３第１項

（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項

において同じ。）に規定する額，同条第５項（同条第７項又は第８項の規定

により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額，

第１６条の４第１項各号（同条第３項から第５項までの規定により読み替え

て準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額，同条第６項各号

（同条第８項から第１０項までの規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に定める額若しくは第１６条の５第１項に定める

額の算定は，それぞれその納付義務が発生した日又は被保険者数が増加し，

若しくは減少した日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該

当したことにより被保険者数が減少した場合においては，その減少した日が
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

きに限り，その前日とする。）若しくは当該世帯に属する被保険者が介護納

付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった

日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から月割りをもって

行う。 

月の初日であるときに限り，その前日とする。）若しくは当該世帯に属する

被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保

険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月か

ら月割りをもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者

に係る第９条の額，第１１条の２の３の額若しくは第１１条の４の額又は次

条第１項各号に定める額，第１６条の３第１項に定める第１１条の基礎賦課

額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額，第１

６条の３第４項第１号に定める額，第１６条の４第１項各号に定める額若し

くは同条第５項各号に定める額の算定は，その納付義務が消滅した日（法第

６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義

務が消滅した場合においては，その消滅した日が月の初日であるときに限

り，その前日とする。）の属する月の前月まで月割りをもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者

に係る第９条の額，第１１条の２の３の額，第１１条の４の額若しくは第１

１条の９の額又は次条第１項各号に定める額若しくは同条第５項各号に定

める額，第１６条の３第１項に定める額，同条第５項に定める額，第１６条

の４第１項各号に定める額，同条第６項各号に定める額若しくは第１６条の

５第１項に定める額の算定は，その納付義務が消滅した日（法第６条第１号

から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し

た場合においては，その消滅した日が月の初日であるときに限り，その前日

とする。）の属する月の前月まで月割りをもって行う。 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第１６条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は，第９条の基礎賦課額から，それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額（当該減額して得た額が第１１条の２に規定する基礎賦課

限度額を超える場合には，当該基礎賦課限度額）とする。 

第１６条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は，第９条の基礎賦課額から，それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額（当該減額して得た額が第１１条の２に規定する基礎賦課

限度額を超える場合には，当該基礎賦課限度額）とする。 

(１) 納付義務者並びに当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合には，その発生した日とする。以下この項におい

て同じ。）現在において，その世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所

属者につき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金

額（青色専従者給与額又は事業専従者控除額については，同法第３１３条

第３項，第４項又は第５項の規定を適用せず，また所得税法（昭和４０年

(１) 納付義務者並びに当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合には，その発生した日とする。以下この項及び第

５項において同じ。）現在において，その世帯に属する被保険者及び特定

同一世帯所属者につき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規定す

る総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控除額については，同法

第３１３条第３項，第４項又は第５項の規定を適用せず，また所得税法（昭
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

法律第３３号）第５７条第１項，第３項又は第４項の規定によらないもの

とする。以下この号中山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所

得の金額（地方税法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８項又は第１１項の規定

の適用がある場合には，その適用後の金額），同法附則第３３条の３第５

項に規定する土地等に係る事業所得等の金額，同法附則第３４条第４項に

規定する長期譲渡所得の金額，同法附則第３５条第５項に規定する短期譲

渡所得の金額，同法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用がある場

合には，その適用後の金額），同法附則第３５条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１

項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場合

には，その適用後の金額），同法附則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適

用がある場合には，その適用後の金額），外国居住者等の所得に対する相

互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第２項に規定する

特例適用利子等の額，同法第８条第４項に規定する特例適用配当等の額，

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子

等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この

号において同じ。）の算定についても同様とする。）及び山林所得金額並

びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額（以下「合計金額」

という。）が地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（納付義

務者並びに当該納付義務者の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所

属者（次号及び第３号において「納付義務者等」という。）のうち給与所

和４０年法律第３３号）第５７条第１項，第３項又は第４項の規定によら

ないものとする。以下この号中山林所得金額及び他の所得と区分して計算

される所得の金額（地方税法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式

等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８項又は第１１

項の規定の適用がある場合には，その適用後の金額），同法附則第３３条

の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額，同法附則第３４条

第４項に規定する長期譲渡所得の金額，同法附則第３５条第５項に規定す

る短期譲渡所得の金額，同法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用

がある場合には，その適用後の金額），同法附則第３５条の２の２第５項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の

６第１１項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適用が

ある場合には，その適用後の金額），同法附則第３５条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の

規定の適用がある場合には，その適用後の金額），外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第２項に

規定する特例適用利子等の額，同法第８条第４項に規定する特例適用配当

等の額，租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適

用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以

下この号において同じ。）の算定についても同様とする。）及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額（以下「合

計金額」という。）が地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額

（納付義務者並びに当該納付義務者の世帯に属する被保険者及び特定同

一世帯所属者（次号及び第３号並びに第５項において「納付義務者等」と
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に係る所得税法

第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与

所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が

５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に地方税法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定

する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控

除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が６００，０００円を超える者に限り，年齢６５歳以上の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額が１，１００，０００円を超える者に限

る。）をいい，給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（次号及び第

３号において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては，

地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金

額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者については，アに掲げる額

に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者

均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額

とを合算した額 

いう。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総所

得金額に係る所得税法第２８条第１項に規定する給与所得について同条

第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定す

る給与等の収入金額が５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以

下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前

年中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得

税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４

項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者に

あっては当該公的年金等の収入金額が６００，０００円を超える者に限

り，年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が１，１０

０，０００円を超える者に限る。）をいい，給与所得を有する者を除く。）

の数の合計数（次号及び第３号並びに第５項において「給与所得者等の数」

という。）が２以上の場合にあっては，地方税法第３１４条の２第２項第

１号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０

００円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者については，アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 

(２) 合計金額が地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（納付

義務者等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗

じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日現在において，

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に３

(２) 合計金額が地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（納付

義務者等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗

じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日現在において，

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に３
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

０５，０００円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者については，アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げ

る額とを合算した額 

１０，０００円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者については，アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げ

る額とを合算した額 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 

(３) 合計金額が地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（納付

義務者等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗

じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日現在において，

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に５

６０，０００円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前２号に該当する者以外の者については，アに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額 

(３) 合計金額が地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（納付

義務者等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗

じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日現在において，

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に５

７０，０００円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前２号に該当する者以外の者については，アに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲

げる額とを合算した額 

ア・イ （省 略） ア・イ （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

 ５ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子

ども・子育て支援納付金賦課額は，第１１条の９の子ども・子育て支援納付

金賦課額から，それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が第１１条の１２に規定する子ども・子育て支援納付金賦課限度額

を超える場合には，当該子ども・子育て支援納付金賦課限度額）とする。 

(１) 合計金額が地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（納付
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

義務者等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗

じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者に

ついては，アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の

子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされ

るものの数を乗じて得た額とイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険

者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とを合算した

額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保

険料率に１０分の７を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

(２) 合計金額が地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（納付

義務者等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗

じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日現在において，

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に３

１０，０００円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者については，アに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援

納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額とイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算定
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の対象とされるものの数を乗じて得た額とを合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保

険料率に１０分の５を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

(３) 合計金額が地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（納付

義務者等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては，同号に定め

る金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗

じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日現在において，

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に５

７０，０００円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険

料の納付義務者であって前２号に該当する者以外の者については，アに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支

援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗

じて得た額とイに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度

分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額の算

定の対象とされるものの数を乗じて得た額とを合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保

険料率に１０分の２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

 ６ 第１１条第２項及び第３項の規定は，前項第１号ア及びイ，第２号ア及び

イ並びに第３号ア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合に

おいて，第１１条第２項及び第３項中「保険料率」とあるのは「額」と読み

67



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

替えるものとする。 

（特例対象被保険者等の特例） （特例対象被保険者等の特例） 

第１６条の２ 納付義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第１０条第１項及び

前条第１項の規定の適用については，第１０条第１項中「規定する総所得金

額」とあるのは「規定する総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に

所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合において

は，当該給与所得については，同条第２項の規定によって計算した金額の１

００分の３０に相当する金額によるものとする。次項において同じ。）」と，

「所得の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方税法」と，前条第１項

第１号中「総所得金額（」とあるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の

総所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている

場合においては，当該給与所得については，同条第２項の規定によって計算

した金額の１００分の３０に相当する金額とし，」と，「ついては，同法」

とあるのは「ついては，地方税法」とする。 

第１６条の２ 納付義務者又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第１０条第１項，第１

１条の２の４，第１１条の５及び第１１条の１０並びに前条第１項（同条第

３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。）及び同条第

５項の規定の適用については，第１０条第１項中「規定する総所得金額」と

あるのは「規定する総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税

法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合においては，当該

給与所得については，同条第２項の規定によって計算した金額の１００分の

３０に相当する金額によるものとする。次項において同じ。）」と，「所得

の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方税法」と，前条第１項第１号

中「総所得金額（」とあるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得

金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合に

おいては，当該給与所得については，同条第２項の規定によって計算した金

額の１００分の３０に相当する金額とし，」と，「ついては，同法」とある

のは「ついては，地方税法」とする。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第１６条の３ 当該年度において，その世帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合にお

ける当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は，第

１１条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から，当該保険料率に，そ

れぞれ，１０分の５を乗じて得た額（第１１条第２項の規定により端数の切

上げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする（第４項に定める場

第１６条の３ 当該年度において，その世帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合にお

ける当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は，第

１１条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から，当該保険料率に，そ

れぞれ，１０分の５を乗じて得た額（同条第２項の規定により端数の切上げ

を行った後の額とする。）を控除して得た額とする（第５項に定める場合を
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

合を除く。）。 除く。）。 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

 ４ 第１項及び第２項の規定は，子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と，「第１１条」とあるのは「第１１条の

１１」と，「同条第２項」とあるのは「同条第２項において準用する第１１

条第２項」と，第２項中「第１１条第３項」とあるのは「第１１条の１１第

２項において準用する第１１条第３項」と読み替えるものとする。 

４・５ （省 略） ５・６ （省 略） 

６ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第１１条」とあるのは「第１１条の２の５」と，「第１１条

第２項」とあるのは「第１１条の２の５第２項において準用する第１１条第

２項」と，前項中「第１１条第３項」とあるのは「第１１条の２の５第２項

において準用する第１１条第３項」と読み替えるものとする。 

７ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第１１条」とあるのは「第１１条の２の５」と，「第１６条

第１項各号」とあるのは「第１６条第３項の規定により読み替えられた同条

第１項各号」と，「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の２の５第２項

において準用する第１１条第２項」と，前項中「第１１条第３項」とあるの

は「第１１条の２の５第２項において準用する第１１条第３項」と読み替え

るものとする。 

 ８ 第５項及び第６項の規定は，子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において，第５項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と，「第１１条」とあるのは「第１１条の

１１」と，「第１６条第１項各号」とあるのは「第１６条第５項各号」と，

「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の１１第２項において準用する第

１１条第２項」と，第６項中「第１１条第３項」とあるのは「第１１条の１

１第２項において準用する第１１条第３項」と読み替えるものとする。 

69



（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（出産被保険者の保険料の減額） （出産被保険者の保険料の減額） 

第１６条の４ 当該年度において，その世帯に出産被保険者（国民健康保険法

施行令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同

じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦

課額のうち基礎賦課額は，第９条の基礎賦課額から，次の各号に掲げる額の

合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１１条の２に規定する基

礎賦課限度額を超える場合には，当該基礎賦課限度額）とする（第５項に定

める場合を除く。）。 

第１６条の４ 当該年度において，その世帯に出産被保険者（国民健康保険法

施行令第２９条の７第６項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同

じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦

課額のうち基礎賦課額は，第９条の基礎賦課額から，次の各号に掲げる額の

合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が第１１条の２に規定する基

礎賦課限度額を超える場合には，当該基礎賦課限度額）とする（第６項に定

める場合を除く。）。 

(１) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の

基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得

た額に，当該出産被保険者の出産の予定日（国民健康保険法施行規則第３

２条の１０の２で定める場合には，出産の日。第２３条の４第１項及び第

２項において同じ。）の属する月（以下この号において「出産予定月」と

いう。）の前月（多胎妊娠の場合には，３月前）から出産予定月の翌々月

までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

(１) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の

基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得

た額に，当該出産被保険者の出産の予定日（国民健康保険法施行規則第３

２条の１０の３で定める場合には，出産の日。第２３条の４第１項及び第

２項において同じ。）の属する月（以下この号において「出産予定月」と

いう。）の前月（多胎妊娠の場合には，３月前）から出産予定月の翌々月

までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

(２) （省 略） (２) （省 略） 

２～４ （省 略） ２～４ （省 略） 

 ５ 第１項及び第２項の規定は，子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において，第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と，「第９条」とあるのは「第１１条の９」

と，「第１１条の２に規定する基礎賦課限度額」とあるのは「第１１条の１

２に規定する子ども・子育て支援納付金賦課限度額」と，「当該基礎賦課限

度額」とあるのは「当該子ども・子育て支援納付金賦課限度額」と，「被保
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」

と，第２項中「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の１１第２項におい

て準用する第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

５・６ （省 略） ６・７ （省 略） 

７ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第９条」とあるのは「第１１条の２の３」と，「第１１条の

２に規定する基礎賦課限度額」とあるのは「第１１条の２の６に規定する後

期高齢者支援金等賦課限度額」と，「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当

該後期高齢者支援金等賦課限度額」と，前項中「第１１条第２項」とあるの

は「第１１条の２の５第２項において準用する第１１条第２項」と読み替え

るものとする。 

８ 前２項の規定は，後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において，第６項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と，「第９条」とあるのは「第１１条の２の３」と，「第１１条の

２に規定する基礎賦課限度額」とあるのは「第１１条の２の６に規定する後

期高齢者支援金等賦課限度額」と，「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当

該後期高齢者支援金等賦課限度額」と，「第１６条第１項各号」とあるのは

「第１６条第３項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と，前項中

「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の２の５第２項において準用する

第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は，介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において，第５項中「出産被保険者が」とあるのは「出産被保険者

（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）が」

と，「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と，「第９条」とある

のは「第１１条の４」と，「第１１条の２に規定する基礎賦課限度額」とあ

るのは「第１１条の７に規定する介護納付金賦課限度額」と，「当該基礎賦

課限度額」とあるのは「当該介護納付金賦課限度額」と，第６項中「第１１

条第２項」とあるのは「第１１条の６第２項において準用する第１１条第２

項」と読み替えるものとする。 

９ 第６項及び第７項の規定は，介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において，第６項中「出産被保険者が」とあるのは「出産被保険者

（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）が」

と，「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と，「第９条」とある

のは「第１１条の４」と，「第１１条の２に規定する基礎賦課限度額」とあ

るのは「第１１条の７に規定する介護納付金賦課限度額」と，「当該基礎賦

課限度額」とあるのは「当該介護納付金賦課限度額」と，「第１６条第１項

各号」とあるのは「第１６条第４項の規定により読み替えられた同条第１項

各号」と，第７項中「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の６第２項に

おいて準用する第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

 10 第６項及び第７項の規定は，子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

いて準用する。この場合において，第６項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と，「第９条」とあるのは「第１１条の９」

と，「第１１条の２に規定する基礎賦課限度額」とあるのは「第１１条の１

２に規定する子ども・子育て支援納付金賦課限度額」と，「当該基礎賦課限

度額」とあるのは「当該子ども・子育て支援納付金賦課限度額」と，「被保

険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」

と，「第１６条第１項各号」とあるのは「第１６条第５項各号」と，第７項

中「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の１１第２項において準用する

第１１条第２項」と読み替えるものとする。 

 （１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者

均等割額の減額） 

第１６条の５ 当該年度において，その世帯に１８歳に達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）が

ある場合における当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育

て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は，第１１条の１１の子ども・子育

て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第１６条第

５項，第１６条の３第４項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは

同条第８項の規定により読み替えられた同条第５項又は前条第５項の規定

により読み替えられた同条第１項若しくは同条第１０項の規定により読み

替えられた同条第６項に規定する基準に従い当該１８歳未満被保険者に係

る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料

率に相当する額を減額するものとした場合にあっては，当該減額後の額。以

下同じ。）から，当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。 

２ 第１１条第３項の規定は，前項に規定する額の決定について準用する。こ
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

の場合において，第１１条第３項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替

えるものとする。 

附 則 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は，令和８年度以後の年度分の保険料について適用し，令和７年

度分までの保険料については，なお従前の例による。 

３ 令和８年度分の保険料に限り，改正後の条例第１１条の１２の規定の適用については，同条中「各年度において法第８２条の３第３項の規定による通知が行

われた日」とあるのは，「令和８年４月１日」と読み替えるものとする。 

 

73



市 議 案 第 ２ ８ 号  
豊 中 市 建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

の 設 定 に つ い て  
 豊 中 市 建 築 基 準 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う

に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

建 築 基 準 法 施 行 令 の 改 正 に よ る 引 用 条 項 の 移 動 に 伴 い ， 所 要

の 規 定 を 整 備 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

   豊中市建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

豊中市建築基準法施行条例（平成１６年豊中市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（確認及び検査等の手数料） （確認及び検査等の手数料） 

第８条 （省 略） 第８条 （省 略） 

２～８ （省 略） ２～８ （省 略） 

９ 次の表の中欄に掲げる承認，指定，許可又は認定の申請をしようとする者

は，それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。こ

の場合における当該手数料の金額は，１件につきそれぞれ同欄に掲げる金額

とする。 

９ 次の表の中欄に掲げる承認，指定，許可又は認定の申請をしようとする者

は，それぞれ同表の右欄に掲げる金額の手数料を納めなければならない。こ

の場合における当該手数料の金額は，１件につきそれぞれ同欄に掲げる金額

とする。 

 区分 金額 

事務 名称 

（省 略） 

４１ 令第１３７条の１２第６項

の規定に基づく認定の申請

に対する審査 

（省 略） 

４２ 令第１３７条の１２第７項

の規定に基づく認定の申請

に対する審査 

（省 略） 

（省 略） 
 

 区分 金額 

事務 名称 

（省 略） 

４１ 令第１３７条の１２第１１

項の規定に基づく認定の申

請に対する審査 

（省 略） 

４２ 令第１３７条の１２第１２

項の規定に基づく認定の申

請に対する審査 

（省 略） 

（省 略） 
 

10～20 （省 略） 10～20 （省 略） 

   附 則 
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 この条例は，公布の日から施行する。 
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市 議 案 第 ２ ９ 号  
豊 中 市 下 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に  
つ い て  

豊 中 市 下 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定

す る も の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

除 害 施 設 の 設 置 等 に 係 る 下 水 の 水 質 の 基 準 に 関 し ， 所 要 の 規

定 を 整 備 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市下水道条例の一部を改正する条例 

豊中市下水道条例（昭和３９年豊中市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（除害施設の設置等） （除害施設の設置等） 

第１０条の２ 次の各号に定める基準に適合しない下水（水洗便所から排除さ

れる汚水及び法第１２条の２第１項又は第５項の規定により排除してはな

らないこととされるものを除く。）を継続して排除して公共下水道（第２号，

第４号から第８号まで（第６号にあっては，表の部分に限る。），第１０号

及び第１１号に定める基準に適合しない下水を排除する場合にあっては終

末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に

接続しているものに限る。）を使用する者は，除害施設の設置その他必要な

措置をしてこれをしなければならない。 

第１０条の２ 次の各号に定める基準に適合しない下水（水洗便所から排除さ

れる汚水及び法第１２条の２第１項又は第５項の規定により排除してはな

らないこととされるものを除く。）を継続して排除して公共下水道（第２号，

第４号から第８号まで（第６号にあっては，表の部分に限る。），第１０号

及び第１１号に定める基準に適合しない下水を排除する場合にあっては終

末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に

接続しているものに限る。）を使用する者は，除害施設の設置その他必要な

措置をしてこれをしなければならない。 

(１)～(10) （省 略） (１)～(10) （省 略） 

(11) 色又は臭気 放流先で支障をきたすような色又は臭気を帯びていな

いもの 

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で，大阪府生活環境

の保全等に関する条例（平成６年大阪府条例第６号）により当該公共下水

道からの放流水又は当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水

に関する排水基準が定められたもの（第４号に掲げる項目に類似する項目

及び大腸菌数を除く。） 当該排水基準に係る数値 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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市 議 案 第 ３ ０ 号  
豊 中 市 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設  
定 に つ い て  

豊 中 市 立 学 校 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に

設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

豊 中 市 立 彩 葉 中 学 校 を 設 置 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。 
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豊中市条例第  号 

豊中市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 豊中市立学校設置条例（令和４年豊中市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

豊中市に次の小学校，中学校及び義務教育学校を設置する。 豊中市に次の小学校，中学校及び義務教育学校を設置する。 

区分 名称 位置 

（省 略） 

中学校 （省 略） 

  

（省 略） 
 

区分 名称 位置 

（省 略） 

中学校  （省 略） 

豊中市立彩葉中学校 豊中市庄内栄町２丁目２０番１号 

（省 略） 
 

附 則 

 この条例は，令和９年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ３ １ 号  
豊 中 市 立 小 ・ 中 学 校 屋 外 運 動 場 照 明 施 設 の 使 用 料

に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い

て  
 豊 中 市 立 小 ・ 中 学 校 屋 外 運 動 場 照 明 施 設 の 使 用 料 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

豊 中 市 立 庄 内 よ つ ば 学 園 の 屋 外 運 動 場 照 明 施 設 及 び 屋 外 庭

球 場 照 明 施 設 の 使 用 料 の 額 を 設 定 す る た め ， 提 案 す る も の で あ

る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市立小・中学校屋外運動場照明施設の使用料に関する条例の一部を改正する条例 

 豊中市立小・中学校屋外運動場照明施設の使用料に関する条例（昭和５９年豊中市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

豊中市立小・中学校屋外運動場照明施設の使用料に関する条例 豊中市立学校屋外運動場照明施設等の使用料に関する条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は，豊中市立学校設置条例（令和４年豊中市条例第１９号）

に規定する小学校及び中学校の屋外運動場照明施設（以下「照明施設」とい

う。）の使用料に関し，必要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は，豊中市立学校設置条例（令和４年豊中市条例第１９号）

に規定する小学校，中学校及び義務教育学校の屋外運動場照明施設及び屋外

庭球場照明施設の使用料に関し，必要な事項を定めることを目的とする。 

（使用料） （使用料） 

第２条 照明施設の使用料は，使用時間３０分までごとにつき１，５００円と 第２条 使用料は，次のとおりとする。 

する。 (１) 屋外運動場照明施設 使用時間３０分までごとに１，５００円 

 (２) 屋外庭球場照明施設 使用時間３０分までごとに３００円 

２・３ （省 略） ２・３ （省 略） 

附 則 

 この条例は，令和８年４月１日から施行する。 
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市 議 案 第 ３ ２ 号  
奨 学 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定 に つ い  
て  

 奨 学 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設 定 す る も

の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

基 金 の 額 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

奨学基金条例の一部を改正する条例 

奨学基金条例（昭和４３年豊中市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

第２条 基金の額は，３６２，２１９，４０３円とする。 第２条 基金の額は，３７６，７３５，５６２円とする。 

附 則 

この条例は，令和８年３月３１日から施行する。 
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市 議 案 第 ３ ３ 号  
豊 中 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 設 定  
に つ い て  

豊 中 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 設

定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

対 象 火 気 設 備 等 の 位 置 ， 構 造 及 び 管 理 並 び に 対 象 火 気 器 具 等

の 取 扱 い に 関 す る 条 例 の 制 定 に 関 す る 基 準 を 定 め る 省 令 の 改 正

に 伴 い ， 簡 易 サ ウ ナ 設 備 の 位 置 ， 構 造 及 び 管 理 の 基 準 を 定 め る

と と も に ， そ の 他 所 要 の 規 定 を 改 正 す る た め ， 提 案 す る も の で

あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市火災予防条例の一部を改正する条例 

豊中市火災予防条例（昭和３７年豊中市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

 （簡易サウナ設備） 

 第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテ

ント型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又はバレ

ル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり，かつ，木製のものをいう。）

に設ける放熱設備であって，定格出力６キロワット以下のものであり，かつ，

薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。）の位置及び構造は，次に

掲げる基準によらなければならない。 

 (１) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き，建築物等及

び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対

象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を

保つこと。 

 (２) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮

断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし，薪を熱源

とする簡易サウナ設備にあっては，その周囲において火災が発生した際に

速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は，この限りでない。 

 ２ 前項に規定するもののほか，簡易サウナ設備の位置，構造及び管理の基準

については，第３条（第１項第１号，第１０号から第１４号まで及び第１７

号から第１８号の３まで，第２項第６号，第３項並びに第４項を除く。）及

び第５条第１項の規定を準用する。 
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（サウナ設備） （一般サウナ設備） 

第７条の２ サウナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）の位

置及び構造は，次に掲げる基準によらなければならない。 

第７条の３ 一般サウナ設備（簡易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に

設ける放熱設備をいう。）をいう。以下同じ。）の位置及び構造は，次に掲

げる基準によらなければならない。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断す

ることができる手動及び自動の装置を設けること。 

(２) 一般サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮

断することができる手動及び自動の装置を設けること。 

２ 前項に規定するもののほか，サウナ設備の位置，構造及び管理の基準につ

いては，第３条（第１項第１号及び第１０号から第１２号までを除く。）の

規定を準用する。 

２ 前項に規定するもののほか，一般サウナ設備の位置，構造及び管理の基準

については，第３条（第１項第１号及び第１０号から第１２号までを除く。）

の規定を準用する。 

（火を使用する設備等の設置の届出） （火を使用する設備等の設置の届出） 

第４４条 火を使用する設備又はその使用に際し，火災の発生のおそれのある

設備のうち，次に掲げるものを設置しようとする者は，あらかじめ，その旨

を消防長に届け出なければならない。 

第４４条 火を使用する設備又はその使用に際し，火災の発生のおそれのある

設備のうち，次に掲げるものを設置しようとする者は，あらかじめ，その旨

を消防長に届け出なければならない。 

(１)～(６) （省 略） (１)～(６) （省 略） 

 (６)の２ 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 

(７) サウナ設備（個人の住居に設けるものを除く。） (７) 一般サウナ設備（個人の住居に設けるものを除く。） 

(７)の２～(15) （省 略） (７)の２～(15) （省 略） 

附 則 

 この条例は，令和８年３月３１日から施行する。 
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市 議 案 第 ３ ４ 号  
豊 中 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一 部 を 改 正  
す る 条 例 の 設 定 に つ い て  

 豊 中 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

次 の よ う に 設 定 す る も の と す る 。  
 
  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出         
 
 

豊 中 市 長   長  内  繁  樹   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 提 案 理 由 ）  

非 常 勤 消 防 団 員 等 に 係 る 損 害 補 償 の 基 準 を 定 め る 政 令 の 改

正 に 伴 い ，非 常 勤 消 防 団 員 等 に 係 る 補 償 基 礎 額 を 改 正 す る た め ，

提 案 す る も の で あ る 。  
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豊中市条例第  号 

豊中市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

豊中市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年豊中市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の（現行）の欄に掲げる規定を同表の（改正後）の欄に掲げる規定に，傍線で示すように改める。 

（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 （省 略） 第５条 （省 略） 

２ 前項の補償基礎額は，次に定めるところによる。 ２ 前項の補償基礎額は，次に定めるところによる。 

(１) （省 略） (１) （省 略） 

(２) 消防作業従事者，救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従

事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し，若し

くは救急業務に協力し，若しくは応急措置の業務に従事したことにより死

亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は消防作業等に従事し，若しく

は救急業務に協力し，若しくは応急措置の業務に従事したことによる負傷

若しくは疾病により死亡し，若しくは心身に著しい障害を有することとな

った場合には，９，７００円とする。ただし，その額が，その者の通常得

ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは，１４，５００

円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。 

(２) 消防作業従事者，救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従

事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し，若し

くは救急業務に協力し，若しくは応急措置の業務に従事したことにより死

亡し，負傷し，若しくは疾病にかかり，又は消防作業等に従事し，若しく

は救急業務に協力し，若しくは応急措置の業務に従事したことによる負傷

若しくは疾病により死亡し，若しくは心身に著しい障害を有することとな

った場合には，１０，０００円とする。ただし，その額が，その者の通常

得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは，１５，００

０円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で，団員又は消防作業従事者等（以下「団

員等」という。）の事故発生日において，他に生計のみちがなく主として団

員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし，扶養親族のある団員等につい

ては，前項の規定による金額に，第１号に該当する扶養親族については１人

につき１００円を，第２号に該当する扶養親族については１人につき３８３

円を，第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人

３ 次の各号のいずれかに該当する者で，団員又は消防作業従事者等（以下「団

員等」という。）の事故発生日において，他に生計のみちがなく主として団

員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし，扶養親族のある団員等につい

ては，前項の規定による金額に，第１号に該当する扶養親族については１人

につき４３３円を，第２号から第５号までのいずれかに該当する扶養親族に

ついては１人につき２１７円を，それぞれ加算して得た額をもって補償基礎
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（ 現  行 ） （ 改 正 後 ） 

につき２１７円を，それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。 額とする。 

(１) 配偶者（婚姻の届出をしないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。） 

 

(２)～(６) （省 略） (１)～(５) （省 略） 

４ （省 略） ４ （省 略） 

別表 別表 

補償基礎額表 補償基礎額表 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２０年

未満 

２０年以上 

団長及び副団長 １２，９００円 １３，７００円 １４，５００円

分団長及び副分団長 １１，３００円 １２，１００円 １２，９００円

部長，班長及び団員 ９，７００円 １０，５００円 １１，３００円
 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２０年

未満 

２０年以上 

団長及び副団長 １３，３４０円 １４，１７０円 １５，０００円

分団長及び副分団長 １１，６７０円 １２，５００円 １３，３４０円

部長，班長及び団員 １０，０００円 １０，８４０円 １１，６７０円
 

備考 （省 略） 備考 （省 略） 

附 則 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊中市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金，障害補償年金及び遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）を除く。以下同じ。）及び施行

日の属する月分以後の月分の傷病補償年金等について適用し，施行日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び施行日の属する月の前月分以前の月分の傷病補

償年金等については，なお従前の例による。 
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